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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第８６回） 

平成２０年２月８日（金） 

 

出席者（敬称略） 

委員長 福 岡 捷 二 

委 員 綾   日出教 

池 淵 周 一 

入 江 登志男 

楠 田 哲 也 

佐 藤   準 

谷 田 一 三 

辻 本 哲 郎 

富 所 五 郎 

西 澤 輝 泰 

福 原 輝 幸 

松 田 芳 夫 

虫 明 功 臣 

森   誠 一 

泉 田 裕 彦 

西 川 一 誠 

村 井   仁 

嘉 田 由紀子 

 

１．開会 

【事務局】  ただいまより、第８６回社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針

検討小委員会を開催いたします。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます河川計画調整室長の○○でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 まず、お手元に配付しております資料のご確認をお願いいたします。まず、議事次第が
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ございます。名簿がございます。それから、配席図がございます。次に、資料目次がござ

います。これにのっとってご確認をお願いいたします。資料１－１、補足説明資料（信濃

川）でございます。１－２が北川でございます。資料２－１、こちらが工事実施基本計画

と河川整備基本方針の信濃川水系でございます。２のほうが北川水系でございます。 

 次に、参考資料がございます。参考資料１－１、流域及び河川の概要ということで、信

濃川水系でございます。２のほうが北川水系でございます。参考資料２、これは管内図で

ございます。１が信濃川、２が北川でございます。参考資料３、流域図でございます。１

が信濃川、２が北川でございます。参考資料４、特徴と課題、１が信濃川水系、２が北川

水系でございます。参考資料５、基本高水等に関する資料（案）、こちらにつきましては１

が信濃川水系、２が北川水系でございます。参考資料６、流水の正常な機能を維持するた

め必要な流量に関する資料（案）、こちらも１、信濃川水系、２、北川水系でございます。

参考資料７、土砂管理等に関する資料（案）、１、信濃川水系、２、北川水系でございます。 

 以上でございます。資料に不備等ございましたら、お申しつけいただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、本日はＡグループでございます。○○委員、○○委員はご都合によりご欠席

されております。 

 傍聴の皆様におかれましては、傍聴のみとなっております。審議の進行に支障を与える

行為があった場合には退席いただく場合がございます。議事の進行にご協力をお願いいた

します。 

 それでは、○○委員長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

【委員長】  ○○でございます。よろしくお願いします。 

 本日は、委員の皆様には、ご多用中のところご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。それでは、議事に入ります。 

 前回、信濃川水系及び北川水系の特徴と課題を審議いただきました。今回は前回の審議

を踏まえて、河川整備基本方針の本文案を審議いただきたいと思いますが、まずは前回委

員会での指摘事項の補足説明をお願いします。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  河川情報対策室長の○○でございます。それでは、信濃川水系の補足説明
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資料についてご説明をさせていただきたいと思います。お許しをいただきまして、座って

説明させていただきます。 

 資料１－１でございます。今後の信濃川水系の河川整備についてという資料をごらんい

ただきたいと思います。まず１つ目でございますが、○○委員、○○委員のほうからいろ

いろなご指摘がございました。水系一貫で水がスムーズに流れるようにするだけでなく、

地形に応じた上・中・下流の役割を明確にすべき。これは、これから整備計画をそれぞれ

上・中・下流でつくっていくわけでございますけれども、それの一番上位計画である河川

整備基本方針におきまして、それぞれの流域でどのような勾配なのか、どのような地形な

のかということを踏まえて、それぞれの流域でどういう役割を果たして、どういう洪水に

どのよう役割を果たして、どのように対処していくのかというあたりを明確にすべきだと、

そういうことをもとに整備計画というものを立てていく、そのためにそういう役割を明確

にすべきじゃないかというご指摘でございました。 

 考え方というところでございますけれども、■のところにございますけれども、上中流

部の間には連続する狭窄部がございます。それから、中流部と下流部には大河津分水路に

よりまして分割されていると、そのような経緯がございますので、そういう上・中・下流

の特性を踏まえまして、上下流のバランスのとれた治水安全度の向上をしていきたいとい

うことでございます。 

 具体的に上流部でございますけれども、まず狭窄部の河道掘削をいたしましても、なお

河道で対応できない部分につきましては、洪水調節による対応をする。中流部でございま

すけれども、その狭窄部を流れてくる流量と、魚沼型と前もご説明いたしましたけれども、

上流の立ケ花より下流に流入してくる支川、あるいはその流域の上流で降った雨への対応

と、その両方を含めた対応が必要だということが中流部は言えると思います。下流部につ

きましては、上中部の洪水はすべて大河津分水路で処理いたしますので、下流部の洪水を

適切に処理するという考え方で対処するということでございます。 

 もう少し具体的に申し上げますと、左側に上流部というのがございます。下にいろいろ

な写真がございますけれども、狭窄部がずっと新潟県境まで続いているとか、あるいは右

上の写真でございますけれども、狭窄部の堰上げによりまして浸水が生じているというこ

とでございます。このようなものにつきまして、河道で対応できないものにつきましては、

左下にございますいろいろな洪水調節施設で整備をするということでございます。このと

き狭窄部の河道掘削に当たりましては、その下流の部分への影響が重要でございますので、



 -4-

そのあたりの影響を考慮いたしまして、下流の整備と治水安全度のバランスを図りながら

段階的に実施していくということが必要ではないかということでございます。その際、写

真の右下にございますけれども、地域特性に応じまして、例えば輪中堤のようなものをつ

くりまして、この部分の遊水機能を確保していということも必要だということでございま

す。 

 中流部でございますが、先ほど申し上げましたように、千曲型と魚沼型の両方の洪水へ

の対応が必要ということでございます。基本的に、一番下流にございます大河津分水路、

これが流下能力不足ということでございますので、基本的には拡幅、あるいは河床洗掘が

ございますので、床固の改築等の抜本的な整備を行っていくということを考えてございま

す。そのほか、非常に洪水継続時間が長いということもございますので、浸透ですとか、

あるいは水衝部対策といったような質的整備も中流部では必要だというふうに考えてござ

います。 

 下流部におきましては、上中流部の洪水はすべて大河津分水路に流すということでござ

います。下流部の洪水を適正に処理するだけですが、その際、ゼロメートル地帯というこ

ともございまして、低平地であるということ、大きな支川が合流しているということ、そ

れから、沿線は新潟の市街地でございます。かなりの市街地ということも踏まえますと、

河道掘削、あるいは築堤といったものも、できるだけ親しみのあるようなものにしていく

とか、あるいは内水排除施設の整備といったものを進めるというような適切な河川管理が

必要だというふうに考えているわけでございます。 

 ２ページをお願いしたいと思います。今後の信濃川水系の河川整備についてということ

で、○○委員のほうからもご指摘がございました。上流におきまして、立ヶ花で     

２,５００㎥／ｓの調節、それから中流部における２,５００㎥／ｓの調節ということがご

ざいまして、たまたま数字が同じなものですからどのような関係にあるのかということで

ございました。上流で洪水調節を行った場合に中流で不要になるのか、あるいは上流でそ

ういう洪水調節施設ができなければ中流に影響が及ぶのかということでございました。こ

れは真ん中のその下の■でございますけれども、先ほど申しましたように、洪水には千曲

型と魚沼型というパターンがございまして、結論から申しますと、その両方に対する洪水

調節施設が必要ということでございます。 

 左下でございます。細かく説明いたしますと、上流、中流における洪水調節施設という、

黄色い枠で囲った部分がございます。その下に絵がございますけれども、これは色で塗っ
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たところが信濃川の流域でございます。上流部に立ヶ花という基準地点と下流に小千谷と

いう基準地点がございます。立ヶ花の上流に赤い点線で囲った部分、このあたりを中心に

雨が降るものを千曲型と申します。平成１８年７月が代表的な洪水でございます。右側が、

立ヶ花より下流に流れ込みます、そういう流域で主に雨が降った場合、これを魚沼型とい

っております。これは昭和５６年８月の洪水等雨量線図を書いてございますが、これが代

表的なものでございます。このような雨が降った場合、このような雨が降るパターンが実

際にあるわけでございます。その下を見ていただきますと、降雨パターン別の各地点流量

ということでございまして、立ヶ花と小千谷にそれぞれ基本高水のピーク流量、立ヶ花が

１１,５００㎥／ｓ、計画高水流量が９,０００㎥／ｓ、小千谷は基本高水ピーク量が   

１３,５００㎥／ｓ、計画高水流量が１１,０００㎥／ｓとなってございます。このときに

左側の２つ、その下でございます。洪水型名と書いてございますが、平成１８年７月、千

曲型の場合と魚沼型の場合を考えますと、下から２段目でございますが、立ヶ花上流部の

みの洪水調節をした場合、上に洪水調節をつくった場合でございますが、千曲型であれば、

立ヶ花で８,８００㎥／ｓ、小千谷で１０,９００㎥／ｓということでございました。この

場合には両方ともの地点の計画洪水を満足するわけでございますが、右側の魚沼型の雨が

降った場合、上流側の洪水調節施設だけでは、小千谷で１２,９００㎥／ｓということで足

りないということでございます。言わずもがなでございますが、下流部のみに洪水調節施

設をした場合でございますが、魚沼型におきましては小千谷で１１,０００㎥／ｓというこ

とで満足をいたしますけれども、千曲型、上流に雨が降った場合には対応できないという

ことがございました。例えばこういう２つの洪水がございます。いろいろなパターンを考

慮いたしまして、その洪水群に対応した洪水調節施設が必要だということでございます。 

 それから、真ん中の図でございますが、既設ダムの配置状況ということでございまして、

ここは既設ダムの立ヶ花の基準地点上流に治水ダムが１２基、利水ダムが１４基、小千谷

の基準地点より上流（立ヶ花基準地点下流）に治水ダムが３基、利水ダムが１５基ござい

ます。○○委員のほうからもいろいろとご指摘がございました。そこに国土交通省と長野

県と新潟県の治水ダムとⅠ類の利水ダム、要するに大きな利水ダムのみを掲載しているわ

けでございます。犀川の上流にはある程度そういうような大きなダムがあるわけでござい

ますけれども、千曲川の上流、あるいは先ほど言いました魚沼型と言われるようなあたり

に降るような雨に対応するような、そういう部分についてのダムが若干少ないのではない

かというのが、これから見てとれるのではないかと思っております。 
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 これに対する対応といたしまして、上の■でございますけれども、河道で処理できない

流量への対応につきましては、気象予測とか情報技術の進展等を踏まえまして、より効率

的な洪水調節を行うなど、関係機関と調整しながら既存施設の有効活用を図るとともに、

新たな洪水調節施設を整備していきたいというふうに考えているところでございます。 

 右側でございますが、例えば既設ダムの有効利用の例でございます。平成１６年新潟豪

雨が生じまして、下流の支川刈谷田川の刈谷田ダムというのがございますけれども、下流

の刈谷田ダムの河道で処理できない部分につきましては、利水容量を治水容量に振りかえ

まして対応したという、これは計画上の例がございます。 

 それから、計画ではございませんが、運用という面で、平成１８年７月、犀川の上流に

おきまして、東京電力の５ダム、これは国土交通省と長野県からの要請を受けまして、空

き容量を利用して特例的に洪水調節を行っていただいたという例がございます。この結果

といたしまして、一番下に書いてございますが、約８０㎝ぐらいの水位低下がございまし

た。ダムがなかった場合には堤防を越水するということが生じているのではなかろうかと

いうふうに考えられているところでございます。このような例もあるということでござい

ます。 

 ３ページでございます。総合土砂管理の仕組みについてということでございます。これ

は新潟海岸の汀線の変化とか、あるいは構造物周辺の洗掘などを考えると、信濃川におい

て総合土砂管理に取り組むことが極めて重要というご指摘でございました。結論から申し

上げますと、まず、その下の３つの■でございます。流域内にはさまざまな多数の横断工

作物がございます。今までも河床材料ですとか流砂量の調査をやっていたわけでございま

すが、流域全体の土砂動態を把握するという面からして、さらなる取り組みが必要ではな

かろうかと考えております。したがいまして、２つ目の■でございますが、今後は、上・

中・下流で連携いたしまして、土砂動態の把握を行います。それから、流砂量全体の健全

な維持管理実現のために総合的な土砂管理に関する調査研究を進めていきたいというふう

に考えてございます。また、実際に、流砂系全体が連携いたしまして、土砂を供給するな

どして、河床低下とか海岸浸食等の防止、あるいは健全な流砂系の実現に努めていきたい

というように考えてございます。 

 若干細かく説明いたしますと、その下でございますが、流砂系の観点からの課題といた

しましては、１つは、Ａというところございますが、上中流部で昭和４０年から５０年代

にかかりまして砂利採取があって河床低下が顕著でございました。左下に犀川で砂利採取
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で河床低下をして突出したサイフォンがございますけれども、このようなことも起こりま

したけれども、近年は、砂利採取は規制によりまして鎮静化をしているということが言え

てございますが、当時、そういうことがあったということでございます。一方、大河津分

水路、あるいは横断工作物の直下などで局所的に河床低下が見られるということも事実で

ございます。 

 それから、下流でございますけれども、近年は安定してございますけれども、大河津分

水路の通水の後は、本川のほうに向かう洗堰からの下流の部分につきまして、供給土砂が

少なくなったために河床低下というのが見られましたけれども、近年は安定化をしている

ということでございます。しかしながら、海岸部では、現在のところ、例えば防波堤によ

る沿岸の漂砂の遮断等もございまして、海岸の浸食が著しいということもございます。河

口部では、航路浚渫のために年間８０万㎥の日常的な浚渫を行っているという、そういう

実態もございます。 

 これに向けまして、右側の取り組みでございますが、先ほど申しましたようないろいろ

な調査みたいなものを行いまして、流域全体として、粒度分布と量を含めたような土砂移

動を把握していきたいというふうに考えてございます。 

 具体的には、右下でございますが、流砂系全体の連携による総合土砂管理への取り組み

ということで、例えば右上に写真がございます。オープンタイプの砂防堰堤でございまし

て、非常時にはここで土砂を補足するわけでございますが、平常時には少しずつ適正な量

を下流に土砂供給をしていくというようなタイプの砂防堰堤とか、あるいは右下に書いて

ございますけれども、河床低下が懸念された犀川では、引き続き砂利採取を禁止しますけ

れども、安定していて若干堆積が見られるようなところについては砂利採取をするという

あたりとか、あるいは大河津分水路につきましては、いろいろなことを考慮いたしまして、

低水路幅とかいろいろな整備をしていくということが必要なんじゃなかろうかというふう

に考えているということでございます。 

 それから、４番でございます。○○委員のほうからもご指摘がございました。現在、大

河津分水路につきましては、河口部の流下能力が不足しておりまして、その堰上げにより

ましていろいろな影響が懸念されているわけでございます。また、河床洗掘によりまして、

第二床固等、非常に厳しい状況に置かれているので、中流域が本当に危険になった場合に、

そういうときの危機管理はどう考えているかということでございます。 

 黄色い四角の一番上でございますが、信濃川補修計画ということで、大河津分水路がで
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きた間もなくの昭和２年に、分水路全体が下流に向けて急勾配になっている。これは出口

の部分が山地部でございまして、そこの掘削土砂を少なくしようということもございまし

て、ややすぼめている。そのすぼめた部分につきまして、同じ流量が流れるように勾配を

規制しているわけですございますけれども、そのようなこともございまして、河床洗掘が

非常に激しくて、自在堰が倒壊したとか、あるいは河床洗掘が進んでいるということもご

ざいまして、床固等を設置しているというのが今の実情でございます。 

 １つは、その下の流下能力不足ということでございまして、大河津分水路につきまして

は、河口の山地部が狭窄部ということでございまして、その堰上げの部分につきましては、

そのグラフにもございますけれども、右の１４㎞ところにも書いてございます。長岡の市

街地ぐらいまで大体堰上げの効果が及んでいるというぐらいでございまして、そういう流

下能力不足という問題。それから、施設の老朽化ということがございまして、大河津の洗

堰とか可動堰につきまして、現在改築を実施中とか実施をしているところでございます。

築後７０年たっているというようなこともございまして、老朽化の写真もございます。そ

れから、施設の下流部分の洗掘でございますけれども、グラフがございますが、赤い線で、

第二床固下流の最深河床高というのが昭和７年からずっと下がってきている。昭和４１年

から４７年にかけまして、その下流側に副堰堤というのをつけまして、何とかそれで洗掘

をとめたのでございますが、今何とかそれでもっているということではございますけれど

も、倒壊したときはかなり影響が上まで及ぶということと、老朽化しているという懸念が

あるということでございます。 

 右上でございますが、そういう施設が倒壊いたしますと、かなり急激な洗掘が進みまし

て、河道閉塞というようなことも起こるということでございます。 

 これに対する危機管理対応でございますが、右下でございます。大河津分水路の危機管

理対応ということで、まず抜本的な対応といたしましては、分水路の拡幅等を行うという

ことで流下能力を確保するということ。それから、安全性が懸念されております第二床固

の施設改築を行うというような抜本的対応みたいなものを行っていくという必要がある。

もう一つは、大河津分水路は流下能力が不足しておりまして、特に右岸で破堤した場合に

は、新潟市街地、人口が集中しておりますが、この中心部まで洪水が到達するということ

でございますので、こういうような場合の甚大な被害が発生するということをかんがみま

して、そういう被害をできるだけ軽減するような各種対策の実施に努めていきたいという

ことでございます。具体的なメニューにつきましては、整備計画でそれぞれ決めていきた
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いというふうに考えてございます。 

 ５ページでございます。これは○○委員のほうからも、○○委員からもご指摘がござい

ました。信濃川の下流部におきまして、２日雨量を用いて現在の工事実施基本計画の基本

高水等が決まっているというわけでございますが、それはどのように決まったのかという

こと。それから、帝石橋地点、これは下流部の基準地点でございますけれども、ここの上

流の流域面積が１,２６０㎢という、そのあたりの中くらいの流域でございますけれども、

そこで２日雨量だとどうなるのかという話。平成１６年７月の洪水で流域平均雨量が  

約３００㎜で４,０８０㎥／ｓだと。計画の対象雨量２７０㎜で４,２００㎥／ｓというの

はちょっとバランス的にどうなのか、チェックをしたほうがいいんじゃないかというご指

摘がございました。 

 まず最初の点でございますけれども、工事実施基本計画を策定した当時、時間雨量デー

タというのはそれほど整備をされておりませんが、日雨量を使わざるを得なかったという

こと。それから、日界をまたぐ降雨が存在いたしますので、当然、２日雨量として使わざ

るを得ないということでございまして、２日雨量として設定をしたというのが実態でござ

います。 

 量的な話でございますけれども、平成１６年７月洪水の流域平均２日雨量、約３００㎜

というご指摘でございますが、正確に言いますと２７６㎜ございまして、これで氾濫戻し

流量が４,０８０㎥／ｓでございます。計画の２日雨量は２７０㎜、引き伸ばして    

４,２００㎥／ｓでございます。降り方によって多少の誤差がありますので、      

４,０８０㎥／ｓと４,２００㎥／ｓというのは、それほどおかしな値ではないのではない

かというふうに事務局は考えてございます。 

 その際に、そういう今回やっておりますような基本高水の検証というのが、まず２日雨

量が妥当かということと、踏襲というようなパターンにこれが当てはまるのかというよう

なご質問がございました。今回、これまでの検討からいたしますと、一般的に、基本高水

ピーク流量の選定に当たりましては、そこに書いてございますように、既定計画策定以降

にその計画の流量を超えるような、そのような洪水が発生しているかというあたり。それ

から、これまでの実績の流量データによる確率からの検討というようなものと、既往洪水

による検討から総合的に判断して基本高水のピーク流量を設定をしているということでご

ざいまして、それにつきまして前回にご説明をしたということでございます。 

 これにつきまして、１つは、流域面積が１,２６０㎢で２日雨量は妥当かということで、
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先ほど、これは流域面積と実際に使います計画雨量の降雨継続時間との関係でございます

が、例えば円山川におきましては、１,３００㎢の流域なんでございますが、これも２日雨

量ということで３２７㎜を使ってございます。それから尻別川、これも１,６４０㎢でござ

いますけれども、これも２日雨量を使っているということでございます。大体似たような

流域でも２日雨量をよく使っているということが言えるのではないかというふうに思って

おります。 

 それから、実際にここの１６年７月にかなり大きな流量があったのではないだろうかと

いうことについてご説明申し上げますと、その下に平成１６年７月の洪水に対しての治水

計画の対応というのが書いてございます。支川の刈谷田川、五十嵐側を中心にかなり激甚

な氾濫被害が発生いたしました。刈谷田川につきまして、新潟県のほうで計画を対応、改

定されたわけです。１,７００㎥／ｓから１,９２０㎥／ｓという基本高水のピーク流量を

変えましたけれども、基本的に流量改定により増えました２２０㎥／ｓにつきましては、

既設ダムの治水容量の見直しですとか、あるいは遊水地の整備等について対応していると

いうことで、下流の信濃川については影響がないということでございます。 

 それから、五十嵐川につきまして、既定計画の３,６００㎥／ｓに対しましては氾濫戻し

流量が当時２,５５０㎥／ｓであったということで支川の治水計画の見直しを行わないと

いうことでございましたので、基本的に信濃川下流と両支川との整合性はとれているとい

うチェックをさせていただきまして、現在も既定計画との整合を図りながら災害復旧等関

連緊急事業を行っているということでございます。 

 それから、本当に下流部において大きな被害をもたらしていないのかということでござ

いますが、近年に起きましたのが平成１６年の７月と平成１２年７月、平成１０年の８月

と、平成に入ってからこのぐらいの雨があるわけでございます。平成１６年の洪水につき

ましては継続時間が約２７時間で２７６㎜降りましたけれども、基本的に４,０８０㎥／ｓ

ということで、基本高水のピーク流量よりは低かったと。それから、１２年の７月でござ

いますが、継続時間が１６時間ということで、２日雨量が１０３㎜。これも既定の基本高

水のピーク流量よりも低いと。それから、平成１０年８月につきまして、前線性の降雨で

ございましたけれども、約２０時間程度で１２８㎜の雨量でございまして、ピーク流量１,

７２０㎥／ｓということで既定計画の基本高水よりも低かったということでございます。

それほど大きな降雨ではなく、局所的な豪雨だったということから既定計画流量が超過を

していないというふうに整理をしているわけでございます。 
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 基本的に２日雨量で超えていないので、ここに書いておりますような、過去、工事実施

基本計画策定以降、計画の高水を超えるような流量が、洪水が出ていないということ、そ

れから次の６ページでございますけれども、流量データにより確率からの検討で、    

１／１５０規模の流量が３,７００㎥／ｓから４,３００㎥／ｓという、そういうバンドが

ありまして、その間に入っているということ。それから、その下に既往洪水からの検討と

いうことで、平成１６年７月という、非常にこれまでで一番流域が湿潤状態であったとき

に、既往最大の平成１６年７月の雨があったときに帝石橋は何㎥／ｓかというと、    

約４,８００㎥／ｓということで、これらのことを総合的に判断して妥当だということを説

明しているわけでございますが、せっかくのご指摘でございましたので、参考までに、仮

に２日雨量ではなくて、降雨継続時間を今評価してみるとどんな形になるのかということ

で検討したのが参考以降でございます。 

 まず、降雨継続時間でございますけれども、これまでキネマティックウエーブとか角屋

の洪水の到達時間、あるいは実際の降雨で強度の強い降雨の継続時間といったもの、これ

が２４時間程度だということ。それから、帝石橋でのピーク流量とある時間の雨量との相

関から見ますと、１８時間を超えると十分な相関関係が確認できるということで、基本的

には降雨継続時間は２４時間程度が妥当だというふうに考えられると思います。したがい

まして、雨量データによる確率からの検討といたしまして、計画降雨継続時間の２４時間

を対象といたしまして雨量データから計画対象降雨を決めますと２８４㎜ということにな

ります。その２８４㎜で主要な対象洪水の流出解析を行いますと、一番下に書いてござい

ますが、３,６００㎥／ｓから５,０００㎥／ｓということで、このバンドの中に     

４,２００㎥／ｓが入っているということ、これが１点目でございます。 

 その一番下の真ん中でございますが、１／１５０の確率規模モデル降雨波形による検討

ということで、これは１／１５０の規模、どの時間単位をとっても１／１５０の雨量にな

るように波形をつくった場合、計算いたしますと、帝石橋地点で３,８００㎥／ｓから  

５,７００㎥／ｓということで、これもこの中に４,２００㎥／ｓが入っていると。仮に今

の２日雨量を変えて、例えば過去の例で言いますと、日雨量しかないとか、あるいは貯留

関数でやっていないとかという場合にこういう検討をしていたわけでございます。今回は

必要がないんですが、念のためにやってみましたが、それでも一応バンドの中に入ってい

るということでございますので、これらを用いまして、基本高水のピーク流量は     

４,２００㎥／ｓが妥当だというふうに事務局では考えているところでございます。 
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 これは○○委員のほうからのご指摘でございまして、きょうはご欠席でございます。海

外のほうに行っておられまして、いろいろと教えさせていただきました。２日雨量を用い

ることについては特に問題がないといいますか、それほど積極的ではないけれども、賛成

と、別に問題はないというふうに言っておられました。それから、２４時間の降雨で検討

したということでございます。基本的に、これまでの検討で基本高水のピーク流量を変え

ないということについては、それほど反対する妥当性はないんだけれども、今後の河川計

画を議論していく上で、基本高水のピーク流量の設定という欄がございますが、一番右側

に雨量データによる確率（２４ｈ）というのがございまして、昭和３３年から平成１８年

とございます。これは１２洪水がございまして、赤い線が４,２００㎥／ｓとなってござい

ます。これまでのやり方ですと、このバンドの中に入っているからいいということがござ

いますけれども、上にある粒が１０個ぐらいございまして、ちょっと多いかなという、そ

ういうご指摘がございました。事務局のほうといたしましては、これまで対象洪水を選定

するときに、例えばある地域に非常に多く雨が降っていて、その部分をかなり引き伸ばし

ますと、地域的に引き伸ばし数がかなり大きな確率になって、実際上そういうのが起こる

のかとか、あるいはある時間にものすごく雨が降って、短時間降雨としてそういうものが

起こりづらいようなものまで入れるのはどうかということで、以前はそれを棄却してこう

いうものをつくっていたわけでございますが、今回は議論するためには、そういうものも

全部この中に含めてプロットさせていただいております。この中には実際上は起こり得る

確率が非常に低いようなものまで入っているという、そういう中で議論をさせていただい

ているわけでございます。そこでもお話をさせていただきました。今後の河川計画の検討

ということでこの小委員会のほうでもしもご意見があったら聞いておくということで、私

のほうで承っておりますことを申し添えておきたいと思います。以上が６ページでござい

ます。 

 次、７ページ目でございます。新潟県の中越地震による河道への影響ということでござ

います。中越地震により発生した崩壊による河道への影響はどうかということでございま

す。新潟県におきましても第三紀の地層が広く分布いたしまして、非常に全国でも有数の

土砂災害危険箇所でございます。 

 真ん中の欄の左側に砂防の被害発生箇所というのが書いてありますが、このあたり、例

の地震によりましてかなりの被害地がちらばっているということでございます。大体中越

沖地震で３,７９１カ所ということでございます。このあたりは、右側に、崩壊地周辺の地
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質というのがございます。色で塗ってあるのが全部三紀層でございまして、その三紀層の

中のいろいろな層がございますので、それは色で塗ってあるわけでございますが、特に芋

川流域というのが赤い線で囲まれてございます。ここでは大規模な崩壊が生じました。右

側で、皆様もよくご存じだと思いますが、芋川流域では崩壊が８４２カ所、地すべりが  

１４２カ所、土砂による河道閉塞が５２カ所ということで、特に④番でございますけれど

も、写真が①、②、③、④、⑤とございまして、④番でございます。山古志村の東竹沢地

先というところでございます。河道閉塞が起こりまして、崩壊土塊内に水路を設置して崩

壊した斜面の対策を実施したという、皆さん方もよくご存じかと思いますけれども、この

ようなことも生じているということでございます。 

 ご指摘の点でございまして、河道への影響はどうかということで、一番下に書いてござ

います。河道への影響ということで、芋川の合流地点の状況の写真が書いてございます。

魚野川が上から下まで流れておりまして、左上のところに芋川が左から合流しているとこ

ろでございます。地震前の写真が左でございまして、地震後の平成１８年が右側でござい

ます。芋川が合流いたしまして、右岸側にかなり土砂が堆積をしているということがござ

います。これをＡ－Ａ断面で書いたのが大体そのＡ－Ａ断面でございます。妙見堰という

のは、この魚野川が信濃川と合流いたしまして、その下流にあるわけでございますけれど

も、その下流まではほとんど及んでいないんですが、ただ、その妙見堰の直上流部につき

ましては、一番右の横断図に書いてございますが、土砂崩壊の影響と見られる堆積が見ら

れるということでございます。 

 この堆積土砂の粒度分布なんでございますが、右側に粒度分布図がございます。堆積土

砂の粒度分布というのがだいだい色で左側に書いてございます。そのほかが魚野川での分

布でございます。河床材料が細かいというのが若干見てとられるかと思います。このよう

な細かい土砂がありますと、いずれは下流のほうへ流送ということがございますので、今

後この土砂の動態につきましては、長期的なモニタリングが必要だというふうに考えてご

ざいます。 

 次、８ページでございます。発電還元水による河川水温の影響ということで、中流部に

おける発電取水や貯留水の影響によって小千谷周辺の水温がかなり日周変動している。生

態系を含めて実態がどうか教えていただきたいということでございました。○○先生の趣

旨は、発電等でとってためておいた調節地の水というのは温まりやすいので、貯水池の水

がかなり影響を与えているのではないかということでございます。 
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 水温の現状をその下の地図の上に書いております。赤い点で定点水温観測をしていると

いうことでございます。その結果が縦断的にその下の信濃川の水温縦断分布のところに書

いてあるものでございますけれども、宮中取水ダムで大体８０㎞ぐらいのところがござい

ますけれども、それで取水しますと水温が上がっていきまして、魚野川の水がかなり冷た

いものですから、魚野川が合流いたしますと大体水温が下がるということでございます。

その真ん中あたりに高水温区間というのがございますが、このあたりが水温が高いという

ところでございます。 

 実際の取水、あるいは放流の状況でございます。右側でございますけれども、ＪＲの発

電取水ということでございます。宮中取水ダムから取りました水を発電しますのは、大体

これは首都圏の山手線あたりの電気に使っているわけでございますので、朝のピーク時と

夕方のピーク時にどっと出すというのが実態でございます。真ん中あたりに、発電放流水

の逆調節イメージというのがございますが、山がぽんぽんとあるのが、これが放流のイメ

ージでございます。その下流に妙見堰がございまして、この流量のピーク時は妙見堰でた

めて、流量が少ないときには放流するという、そのようなことで、妙見堰下流については

流量を平準化しているということでございます。 

 そのときの河川水温の日間変動はどうかということでございます。一番下にグラフがご

ざいますけれども、特に夏期におきまして水温変化は顕著でございまして、減水区間の水

温の変化というのが一番左下の青い線で書いてございまして、非常に水温変化が大きい。

一番上に青いのでぽんと昼間あたりは膨らんでいるわけでございます。赤い線が、これが

ＪＲの還元水でございまして、ためておいて、ここに流れている水でございますが、この

水温は一定でございます。○○先生は、これがかなり温まっているのではないかというご

指摘だったんですが、結果としては、これが一定になっておりますので、下流がその黒い

線で書いてございますところでございまして、水温は大体平準化されるというのが実態で

ございました。このようなことが結果としてあらわれてございます。ちなみに、周期はほ

とんど水温の日間変動はございませんで、もともと減水区間につきましてもそれほどの温

度の変化はないという結果でございました。 

 ９ページでございますが、生態系も含めてどうなのかということでございます。中流部

の流域でございますけれども、右側のグラフで点が書いてございます。減水区間と書いて

ございます。西大滝ダム、大体追加距離が９５㎞のところから魚野川の合流点４１～   

４２㎞のところまでの間が減水区間で、やっぱりこのあたりにつきまして流量がかなり減
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っているということでございます。 

 河川の水温につきまして、これは上流から見た場合の水温分布でございますが、やはり

十日町付近、減水部分は、赤い部分が熱い部分でございますので、かなり温度が高いとい

うこと。それから、その下でございますが、魚野川の部分、これは右から流れているのが

魚野川でございまして、青とか黒いところは水温が低いというところでございまして、魚

野川は非常に水温が低いということがわかると思いますが、この魚野川で大体水温が下が

っているということが言えるということでございます。この関係で、流水の清潔の保持と

いうことで、悪臭とかアユ等の採場の環境が悪化しているということ、それから、景観に

ついても問題があるということでございます。 

 それに対しまして、右上の試験放流ということでございますけれども、信濃川中流域の

水環境改善検討協議会で、東京電力さんとかＪＲさんの協力を得まして試験放流を今実施

しているということでございます。一定の改善効果が見られるけれども、夏期の高水温の

解消はしない、そこまではいっていないということでございます。平成１９年度を目途に

信濃川の中流域の望ましい流量のあり方を提言する予定と、これは前回説明したとおりで

ございます。 

 それから、魚類はどうなのかということでございますけれども、基本的に水温の高いと

ころでございますので、冷水性の魚類につきましては個体数が少ないというのが結果でご

ざいます。左側に平成１１年の調査結果がございます。四角で囲ってある３点がございま

すが、これは減水区間でございまして、川井大橋が６、十日町橋が１０、百合居橋が１３

というあたりで、ほかのところに比べますと非常に少ないということが言えてございます。

瀬切れの発生でございますけれども、減水区間でございますが、そういうことが生じてご

ざいまして、サケの回帰率みたいなものの経年変化をその下のグラフで書いてございます。

減水区間という赤い線が書いてございますけれども、それは真ん中のグラフの昭和５９年

あたりからずっと一番下の線にベタッと張りついてございますけれども、サケの回帰率と

いうのは低いという状況でございます。それから、宮中取水ダムにおきますサケの捕獲量

の経年変化でございますけれども、大体毎年１０から４０匹程度の遡上が確認されている

という報告がされているということでございます。こういうような、特に冷水関係が少な

いということが言えるのではないかと思います。 

 １０ページでございます。○○委員からのほうからのご質問がございました。積雪深と

融雪時期はどの程度変化しているのかということでございますが、グラフがございます。
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棒グラフが最大積雪深でございます。それほどの変化はないのではないかと考えてござい

ます。赤い線グラフが融雪期、３月から５月の平均気温、青い線が１２月から５月（冬期）

の平均気温、これもあまり大きな変動がないと考えてございます。 

 それから、融雪時期の経年変化でございますけれども、右上に十日町地点での、これは

赤く塗ってありますので雪の多かった平成１８年の積雪深の時間変化、緑が平年平均値、

青が平成１９年、これは雪の少ないときでございましたけれども、こういう状況でござい

まして、実際流れて出てきている流量が線グラフで書いてあるということでございます。

大体積雪深が低いときは早く出てきて、積雪深が多いときはおそく出てくるというのが言

えるということでございます。これにつきましては、左下に書いてございますが、『信濃川

の気象』という本、二宮さんも同じようなことを言ってみえます。 

 右側でございます。これも○○委員のほうからご指摘がございまして、魚野川の河床粒

径ということで、魚野川の５０％粒径は４０㎜程度ですけれども、アユが餌を取るような

大粒径の石が存在するのかという、そういうご質問でございました。そのあたりの河床の

最大粒径は大体１５０㎜から３００㎜となってございます。調査いたしますと、直径が  

１００㎜以上の石にアユのはみ跡が確認できるということでございます。したがいまして、

そういう藻がつきやすいような浮き石みたいなものが良好な餌場となるんじゃなかろうか

ということも考えまして、１０㎝ぐらいの石というあたりをターゲットにするのがいいの

ではないかと考えてございます。 

 魚野川の河床材料でございますけれども、その下にグラフがございますが、最大粒径が

１５０㎜から３００㎜ぐらいでございまして、その中から大きなものを使用する必要があ

るんじゃなかろうか、そんなようなことで、魚野川の多自然川づくりということで、３つ

ぐらい■がございますけれども、１つ目、大きな石を残すような工夫とか取り組みを現在

も実施しております。それから、自然石を用いた護岸とか、あるいは瀬や淵といったよう

な多様な河川環境の保全みたいなものにも努力をしているということでございます。今後、

施工に当たりましても、地元漁協等と事前に勉強会をしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 １１ページでございます。大河津分水路の分派比・放流量についてということで、この

分派比とか放流量は治水上の視点のみで決められているのか、あるいは生物や環境に配慮

して決められているのかということございます。大河津分水路の分派につきましては、「信

濃川水系信濃川大河津洗堰及び大河津分水路大河津可動堰操作規則」というものに基づい
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て操作をしているということでございます。基本的に、大河津分水路につきましては、正

常な機能を維持するために分派量を３.５㎥／ｓとしております。それから、平常時におき

まして、大河津洗堰から大河津分水路ではないほうの信濃川下流のほうにつきましては、

大体２７０㎥／ｓを出すということになってございます。したがいまして、分水路への分

派量の考え方ということでございますけれども、大河津分水路の分派模式図というのがご

ざいます。その下に①、②、③、と書いてございます。流量が少ない場合、当然、大河津

分水路の正常な機能を維持するための３.５㎥／ｓをまず分水路へ放流いたしまして、残り

を信濃川下流に洗堰から放流していると。信濃川下流には２７０㎥／ｓが上限ということ

になってございますので、信濃川下流に洗堰から２７０㎥／ｓ放流して、それ以上になっ

た場合には、今度は大河津分水路に残流分を流すと。洪水時におきましては、信濃川下流

が洪水のときには洗堰を全閉いたしまして、洗堰の放流量をゼロとして可動堰を全開する

というふうになっているということでございます。したがいまして、平常時におきます大

河津分水路につきましても、正常な機能を維持するための分派量を考えて分派をしている

ということでございます。 

 さらに、そのときに魚道等、魚のいろいろな行き来についてどうかということでござい

ますけれども、右側の魚道の設置ということで、分水路につきましては８カ所の横断工作

物、床固等がございます。それぞれに魚道が設置をされているということでございます。

ただ、その中には、魚道の入り口を見つけづらいとか、あるいは魚道内の流速等にいろい

ろな課題があるというようなものもございます。今後、いろいろな水利実験とか調査を行

いまして、適正に魚類が遡上するようなことを考えていきたいと思っております。 

 その下の自然環境でございますけれども、大河津分水路の高水敷、いろいろな水田とか

畑に利用されております。水域につきましても、ギンブナとかオイカワというようなコイ

の魚類も主体として見られるということもございます。このような環境も保っていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 最後、１２ページでございますが、汚水処理人口普及率と千曲川の水質についてという

ことで、汚水処理人口普及率における施設別の内訳を教えてほしいということでございま

した。このようなことができる中で、各市町村ごとでございますけれども、下水道と農業

集落排水と合併浄化槽等に分けて記述させていただきました。左上に書いてございます流

域関係市町村というのは流域内の中での各県の平均値、右下に書いてございますのが全体

の新潟県での平均値でございます。 
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 右側でございまして、千曲川ＢＯＤの経年変化図がございますけれども、これが最近改

善してきている原因は何かというご質問がございました。推測でございますけれども、下

水道の普及率がその右上の図にように書いてございますので、その向上とともにＢＯＤは

改善しているのではなかろうかと考えてございます。 

 それから、ＢＯＤが下がったのに窒素が減っていないのはなぜかということでございま

す。窒素負荷発生量の右下に、前回お示ししましたが、総窒素年平均量の経年変化という

のがございまして、あまり変わっていないんです。実際の負荷発生量を調べてみますと、

その上に書いてございますように、家畜とか農耕地については若干減少傾向にあると思わ

れますけれども、発生は減少にございますけれども、河川への流出形態の変化も加味して

河川水の窒素濃度というのが決められるわけでございまして、実際に河川の総窒素濃度が

経年的に変化が見られないというのがなぜかというのは、ちょっと今のところは明確では

ないということでございます。 

 以上でございます。 

【事務局】  それでは、引き続きまして河川計画調整室長の○○でございます。北川に

ついての前回のご指摘に対する補足説明をさせていただきたいと思います。 

 資料は１－２でございます。まず最初に、基本高水ピーク流量について、これまでの基

本高水ピーク流量の検証を方法をまずわかりやすく教えてほしい、これは○○委員からの

ご指摘でございます。流量データによる確率からの検討方法について少しご説明したいと

思います。前回ご説明しました北川の流量のデータでございますが、これは昭和４６年に

一級河川になっておりまして、非常に新しい一級河川でございます。そのために流量観測

が実施されましたのが昭和４７年以降ということでございまして、非常にデータが少ない

という状況でございます。その中で大きな洪水もさらに発生してないという中で、これま

で昭和４７年以前に大きな洪水、昭和２８年、３４年、４０年と洪水が出ております。こ

ういったデータをきちんと拾わないと計画として危険側に立ってしまうと、こういう可能

性があるということで、古いデータをきちんと入れた形での検討をしましたということを

前回お話ししております。 

 今の既定計画、これと同様に、大きな洪水のあった昭和３４年８月、９月、昭和４０年

９月、これを入れた形での検討をいたしております。そのためには、データがございませ

んので、時間雨量が存在する近傍の流域外の観測所、この時間雨量データを用いまして流

出計算を行った、そして流量を推定したということをご説明しましたが、これについても
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う少し詳しくご説明いたします。 

 これにつきまして、流域外の時間雨量データを用いる場合には、当然、日雨量はずっと

昔からはかってございます。それとの関係で、日雨量での補正、つまり日雨量にあうよう

に伸ばしたり縮めたりということをきちんといたしまして、９時から９時の日雨量、これ

に時間雨量であっているという形をつくって流出計算をしているということでございます。 

 計算条件でございますが、下の計算条件でございます。昭和３４年と４０年、４４年か

ら４６年、これにつきましては流域内の観測所で時間雨量があると。さらに近傍の流域外

の観測所、この時間雨量を用いまして降雨波形を作成しました。そして、先ほど言いまし

た日雨量データで補正をして流出計算を実施しております。その下に３４年の例を入れて

おりますが、四角の括弧でくくっておりますマキノとか市場、百里ヶ岳、こういった流域

外の観測所、こういったものも用いながら、流域内には下根来というのがございますが、

これとの間でティーセン分割をこういうふうに切ってやったということでございます。そ

れから、昭和３５年から３９年、４１年から４３年、こちらは流域内には時間雨量が存在

する観測所がなかったということで、すべて流域外の観測所の時間雨量を用いまして降雨

波形を作成し、同じように日雨量データで補正をして流出計算をしたということでござい

ます。当然、昭和４０年以降は観測流量はございますから、観測流量を用いてやると。た

だし、氾濫した場合、これにつきましては氾濫戻しの計算を行って求めております。これ

は「求め加算」と書いてありますが、これは間違いでございまして、「流出計算により算出」

と、申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。 

 次に、基本高水ピーク流量の検討でございますが、こうやって出した流量を、これはい

つものとおり、確率の処理をいたしまして適合度のよい７手法から１／１００、     

１,５６０㎥／ｓから２,０６０㎥／ｓの間と、こういう形で推定をしたということでござ

います。こちらが流量のデータの処理のお話でございます。 

 次、右側にまいりますが、今度は雨の話でございます。こちらも○○委員、それから   

○○委員からも雨量データの確率からの検討についてご質問がございましたので、お答え

をしたいと思います。 

 まず、非毎年の雨量標本を用いたと。こちらはなぜ非毎年を用いましたかということで

ございますが、前回ご説明をいたしましたように、この流域内の時間雨量観測所、これが

整備されましたのが昭和４７年以降でないとなかなかたくさんの観測所がなかったと。そ

こで統計期間として３４年は短いということがございます。さらに、下に表を入れてござ
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いますが、同一年において大きな洪水が２回、３回という形で発生してございます。黒い

斜線を塗っておりますのが少雨年でございまして、年によって数字が入っているところと

黒い斜線でないところとございます。多い年には２個、３個という大きな洪水があり、な

い年には斜線のように小さい洪水しかなかったと。この重複なんですが、３４年中１２年

が複数あると。３４洪水中２８洪水がその対象になっているということでございます。こ

ういった処理の仕方でございますが、非毎年の発生間隔がポアソン分布に従っている。こ

れは雨が独立しているということ。かつ、１年当たり１.６５事象、大体これぐらいありま

すと非毎年のほうが高精度の確率水文量が得られると。これは論文がございまして、今回、

表の一番下に発生率と書いてございますが、１.８９と、非常にかぶっているものが多いと

いう中で、非毎年の処理をさせていただいたということでございます。 

 １／１００の確率雨量の決定でございますが、３４年のデータを使いまして、ここは非

毎年データを対象にした水文解析で一般的に用いられます確率分布モデルで２０４㎜と設

定をしたということでございます。 

 次に、引き伸ばし計算というのを入れてございます。これは○○委員からのご指摘でご

ざいますが、平成１０年９月の洪水を、これは非常にシャープな洪水で、これを無理して

使っていないかと、こういったご指摘でございまして、ここに引き伸ばし率と書いてござ

いますが、１０年９月洪水で引き伸ばし１.４８と、それほど無理な伸ばし方もしてござい

ません。ほかの洪水を見ていただきましても、バランスのよい洪水での検討をしてござい

ます。こういった中で出しましたところ、１,９００㎥／ｓという形で出てまいったという

ことでございます。こちらについても、いびつな洪水を使っているということではないと

いうことを検討してございます。 

 次のページにまいります。今度は霞堤の機能と保全ということでございます。霞堤につ

きましてはいろいろ前回ご意見がございました。まず霞堤の効果、社会的公平性について

教えてほしい、これは○○委員でございます。それから、霞堤の閉め切る場合、閉め切ら

ない場合の基準を教えてほしい、これは○○委員でございます。前回の意見の中でも、  

○○委員からのご指摘もありまして、こういったものはきちんと河川整備計画の中で具体

的にどこの箇所をどうするというのは決めるものでございまして、あまり今の段階で基準

とかどうという話はございません。ただし、こちらについての状況について、きちんと経

緯等についてはここでご説明をさせていただきたいという趣旨でございます。 

 まず、霞堤の設置経緯と土地利用の変遷。まず、北川においての、霞堤になったという
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のは、河床勾配が急であったと。そして、支川の合流部をできるだけ、そういう意味では

霞堤で処理をするような方式としたというのが最初でございます。これが昭和初期の内務

省の直轄事業のころにこういった形になっていたということでございます。浸水区域内の

土地利用でございますが、下に航空写真上げております。まずは霞堤①、これは一番下流

のところでございます。右側に①というのを入れてございますが、この箇所でございます。

ここは昭和４６年と平成１８年を見ていただきますと、たくさん家が建ってございます。

こういったように水田から宅地に変わってきている部分があるということでございます。

それから霞堤⑩、こちらは上流のほうでございますが、こちらはもともとから家もありま

して、若干ですが増えてきていると。霞堤⑪につきましても若干増えてきているというよ

うな状況でございます。 

 こういった中で、霞堤からの浸水状況を含めて被害等はどうかということでございます

が、現存する１１カ所のうち今の３カ所、この３カ所がハイウォーターで家屋が浸水する

ということでございます。霞堤につきましては、これまでの委員会の中でもご説明してま

いりましたが、霞堤からあふれるということでの洪水調節効果や氾濫水を河道に戻す機能、

二線堤として働くような機能など、それぞれの霞堤のあり方というのはいろいろ機能がご

ざいます。北川におきましても、こういった機能を今後とも評価をしながら社会影響、こ

れは当然被害の状況等、また土地の利用状況等も踏まえまして、総合的に勘案した形で河

川整備計画の段階で検討していきたいと考えてございます。 

 実際に、下を見ていただきますと、家屋の浸水①でありますと５１戸、ハイウォーター

で浸かるような状況でございます。また、平成１６年１０月の台風２３号では、実際に浸

水戸数が１８戸と、こちらの写真にございますように浸水してございます。それから、霞

堤⑩番でございますが、こちらは家屋の浸水数が６０戸になると。それから霞堤の⑪番で

ございますが、これは下の家屋浸水３９戸と書いておりますが、これは間違いで失礼いた

しました。３５戸でございます。これは訂正をお願いしたいと思います。こういった形で

家屋の浸水があるというような状況にあるという状況でございます。 

 それから、次に、資料は用意してございませんが、○○委員から、正常流量の設定をか

んがい期、非かんがい期で区切らずに、４月から５月と６月から３月に区切った理由はと

いうことでご質問を受けました。これにつきましては、お手元に参考資料６－２、こちら

のＡ４版の資料でございますが、これの１２ページをお開きいただきたいと思います。１

２ページのところに表が入ってございます。表の９というところでございます。この表を
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見ていただきますと、我々、検討に当たりましては、１から９という９つの期間に分けて

おります。当然、非かんがい期、しろかき期やかんがい期、すべてこういう期間ごとにき

ちんと検討してございます。検討した結果として、おおむね２㎥／ｓぐらいの大きいグル

ープとおおむね１.１㎥／ｓぐらいのグループと、２つパターンがございまして、これにつ

きまして書かせていただいたということでございます。基本的に、大きなグループは動植

物の生息地または生育地の状況ということで、動植物から決まっているグループ。それか

ら小さいグループにつきましては、景観、一部流水の清潔の保持が決まっているというこ

とでございまして、この期間でもともと分けたわけではございませんで、９つの期間で検

討した結果として、ああいう形でまとめて書かせていただいたということでございます。 

 それから、次に、○○委員から、これは信濃川と同じでございまして、汚水処理人口普

及率、これも河内川ダム上流域ということでご質問がございました。実は河内川ダム上流

域というのは若狭町でございまして、家屋が５戸しかございません。すべて合併浄化槽が

設置されておりまして、１００％普及しているということでございます。これはご報告だ

けさせていただきます。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から、それぞれ前回のいろいろご意見いただいたものについて補足説明

をいただきました。これにつきまして、主にご意見をいただいた方を中心に議論させてい

ただきます。 

 それでは資料１－１、今後の信濃川水系の河川整備について（１）、（２）、これは○○委

員からのご質問です。いかがでしょうか。 

【委員】  ○○でございます。資料１については、１つは、基本方針として、上流域、

中流域、そして下流域と３つがこの基本方針といいますか、計画の規模の外力に対して、

計画されるときには比較的いろいろきちっと考えていけるんだけれども、途中段階とか、

あるいは整備計画を考えると、少しバランスの問題とかを考えなければいけないというこ

とを気にしてご質問させていただきました。これに対してきちっと答えていただけたかと

思います。ただ、上流と中流は何らかリンクしているんだけれども、下流は、計画レベル

で考えると、洗堰のところで０㎥／ｓですので独立のように考えられるんですけれども、

超過洪水とか、あるいは途中段階ですと、大河津が非常に断面がないために堰上がってき

て、洗堰よりも上流の右岸側で破堤するようなシナリオが考えられるようなときに、下流
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側がどんなふうに、いわゆる信濃川旧川といいますか、下流がどんなふうに分担するのか

というような話もいずれは問題になってくるなというふうな気もしておりますので。また、

危機管理の中でそういう途中段階で、計画レベルで、最終段階で考えるとある程度下流は

独立だけれども、途中段階では何らかリンクする。そのためには統合管理みたいな見方と

いうのも非常に重要ではないかというふうな気がしておるということでございます。そう

いうことが少しでも危機管理の中に入ればというふうな気がいたします。あとで大河津の

ところの危機管理について、上流まで堰上げ期間が伸びているというようなこととも関連

しましての意見でございます。 

 それから、河川整備（２）については、これもきちっと答えていただきました。基本高

水と計画降水流量、すなわち河道で分担する量とダムで分担する量でございますけれども、

例えば下流で見ますと１１,５００㎥／ｓと９,０００㎥／ｓ、この差２,５００㎥／ｓが、

９,０００㎥／ｓを限界河道である程度見て、２,５００㎥／ｓを洪水調節に預けるという

ふうな形だった。その２,５００㎥／ｓが上流側でもカットする必要があるし、中流側でも

カットする必要があるというふうな説明を、今回、昭和５６年、平成１８年の例で示して

いただきました。本来、これは、今回、既定計画踏襲、工実踏襲ですので、そのときの計

画段階でも、当然、計画対象降雨の中で基本高水を考えたハイドログラフと、それからダ

ムで洪水調節する場合の計画対象降雨が異なるというふうな形で整理されていたと思うん

ですけれども、そういう答えを期待していたんですけれども、本日の説明でもそれで十分

わかることだと思います。ただ、上で２,５００㎥／ｓカットしているのに中流でも   

２,５００㎥／ｓカットするんだというふうなことが取ってつけたみたいに書いたんじゃ

なくて、きちっとそういうふうにもともと考えているというふうなことが説明できていて

結構かと思います。その２,５００㎥／ｓを預けたところをどうカットするかが真ん中の図

に示していただきました。既に前回もいろいろなご意見が出まして、犀川、あるいは千曲

川上流で、この絵を見ましても、既設ダム、そういうもので２,５００㎥／ｓの洪水調節が

可能なように見えます。ただ、中流のところには既設ダムも少ないし、先ほど皆さんあま

り触れられていなかったので私が言いましたけれども、清津川という実調が中止になった

ダムなんかの計画もありました。この中流で２,５００㎥／ｓカットするということが清津

川ダムに直結するような話だと、工実踏襲といったらそんなふうになっちゃうかもしれな

いんだけれども、工実である整備計画のレベルで実調は中止ですので、基本方針を考えら

れるときには、清津がなくてもちゃんと中流部のこの流域で２,５００㎥／ｓの洪水調節が
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可能だと考えているということをきちっと言っていただく必要があるんじゃないかという

ことでございます。というのは、限界流量で９,０００㎥／ｓはよく理解できる。でも、  

２,５００㎥／ｓが中流で限界を起こしているのかどうか、あるいは可能なのかどうかとい

うことは、ただ１つの案だけで可能だということではなくて、幾つかの案で可能だという

ことをおっしゃっていただければありがたいと思います。それが結局、基本方針は、基本

高水をまず認めて、計画洪水流量、すなわち河道分担分と洪水調節分がきちっと合理的に

配分されているかというのがチェックポイントですので、そこは１つの案だけでそうなの

だということじゃなくて、どういう組み合わせがあるのかというふうなこともおっしゃっ

ていただければありがたいと思います。先ほどから話が出ましたように、基本方針で一つ

一つの整備すべき施設をきちっと言う必要は全然ありませんので、どこどこにどうという

ことじゃなくて、複数案、いろいろな組み合わせで可能だというふうなことをお話いただ

ければありがたいと思います。 

 それから、注意いただきたいことは、３番目の項目が運用ということできちっと書かれ

たんですけれども、こんな運用もあるんだけれども、現在、こういうふうな形のものは事

前放流とかと同じように、なかなか計画の中ではパーフェクトに担保できないものである

ので、計画の中ではまだまだ工夫して担保する方法を考えればあり得るんだけれども、今

の状態では、これは発電ダムとかがサービスで、あるいは特例的に洪水調整しているもの

はなかなか今の時点では計画に書き込めないような話もきちっといただけたらという気が

いたします。 

 この２点については以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。○○委員からも、この既設ダム等についてのお

話がございました。よろしくお願いします。 

【委員】  今、○○委員からの説明にありましたように、確かに立ヶ花地点ですと   

２,５００㎥／ｓというのは、既設のダム、河道というような形で対応可能なように見える

んですが、実は犀川のほうと千曲川のほうを分けますと、どうも千曲川のほうは既設のダ

ムというんですか、電力用のダムを含めても非常に少ないんですね。犀川のほうは既設の

電力用のダムを入れますと、必要性が生じますと、そういうダムを活用するような形で調

整できると思うんですが、千曲川のほうは対応できない感じで、最近の洪水でも、長野市

と千曲市の付近で結構少ない流量で計画降水位に近づくような取水が出ているんですね。

その点がちょっと心配ですので、立ヶ花地点だけじゃなくて、上流部でどうなっているか
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ということも検討していただきたいということです。その対応の仕方というのはいろいろ

な対応の仕方があると思いますので、確かに個々の地点でどうというようなことは、この

基本計画の段階ではいらないと思うんですが、できれば千曲川のところをもうちょっと、

どういった手段があるかということを言っていただければありがたいと思います。 

【委員長】  ありがとうございます。ただいまの２点につきまして補足説明をお願いし

ます。 

【事務局】  今ご指摘いただきましたように、今回の信濃川水系の河川整備基本方針に

おきまして、基本的に、前回ご説明いたしましたけれども、小千谷、立ヶ花、犀川の合流

以前のより上流の地区、それから犀川の地点におきまして河道でどれだけ流せるかという

ご説明をさせていただきました。そこで、河道で処理できない流量につきましては、既設

の洪水調節施設ですとか、あるいは洪水調節施設の整備をするということによって対応す

るというのが基本的な考え方であるわけでございます。具体的に申しますと、既設の補助

の治水ダムみたいなものの洪水調節の活用ですとか、あるいは既設ダムの嵩上げですとか、

あるいは利水容量の治水の振りかえというような、そういうものの有効利用とか、あるい

は新規ダムの整備とか、あるいは遊水地の整備という、さまざまな洪水調整の方法を検討

いたしまして、それらのいろいろな組み合わせを考えて洪水調整施設による調整流用とい

うのが今回調節ができるということ、いろいろなさまざまなケースで複数確認をしている

ということでございます。先ほどもご発言ございましたけれども、具体的な施設の取り扱

いにつきましては、河川整備計画の段階で決めていきたいとは思っておりますけれども、

先ほどご指摘ございましたように、複数のざまざまなケースで調節できることを確認して

いるということでございます。よろしゅうございますでしょうか。 

【委員長】  河川整備基本方針では、個別の調節地をどうこうということではないとい

うことは両委員とも申しておりましたが、整備計画の中で、今ありましたご意見をどう実

行していくかということです。２,５００㎥／ｓの流量をどう担保するのかということは、

上流と中流に対してどうするのかというのは大変大きな問題だと思いますので、それは今

のご意見を受けとめてご検討をお願いしたいと思います。 

 それでは、次に進ませていただきます。総合土砂管理の取り組みについて。これは私が

質問しました。ご説明で、一通りこういうことは考えられるということですが、私は、今

の総合土砂管理という言葉が余りにも上滑りしてしまっていると思っています。もちろん、

それぞれのところの土砂管理はそれなりにやっています。しかし、言葉だけ総合になって
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いて、それぞれの場所では土砂管理をやっているんでしょうけれども、総合的に見たとき

に、それがいいのかということにはなかなかなっていないように思えます。信濃川はその

代表的な例ではないのかと思います。特に信濃川下流についてみると、海岸浸食の問題、

港湾での堆積の問題、それから河床の低下が起こっています。総合土砂管理ということに

ついて、計画論としてどういうふうに考えるのかということをしっかりとつくり上げない

といけないと思います。もちろん流域ごとに総合土砂管理は異なるやり方で個別の流域の

土砂問題の特徴的なことはどういうことで、それについてはどんなことを考え、流域全体

としての土砂の問題を考えることをやっていかなければなりません。おそらくやってはい

るんでしょうけれども、あまり見えてこない。特に気候変動等新しい問題が出てきて、雨

の降り方等に変化が出てきたときに、土砂流出の問題は相当大きな問題になると予想され

ます。信濃川流域では、今のような及び腰と言ったら申しわけないですが、洪水を流すこ

とに一生懸命になっていて、土砂問題は副次的問題になっている。これが副次的でなくて

大事になる可能性が高い。もっと土砂問題について、勉強していただきたいということを

申し上げておきます。 

 その次です。大河津分水路の課題と危機管理についてです。これも私が申し上げました。

一番大事なことは、治水事業では堤防をつくってはん濫から守っているわけです。結果と

して上流で降った雨を河道を介して下流にもってきているわけです。中下流は大河津分水

路によって守られているということは決定的な事実です。治水事業で流域の水を中下流に

集めてきているのに、大河津の分水路の流下能力が足りなく、さらに第二床固め等の構造

物が古くなってきて安全性に心配が出ているということです。こういう中で、基本方針と

しての抜本的な対応と整備途上段階での対応を出していただきました。私は、これは相当

頑張って書いていただいたと思っています。ウエートづけとしては、中流の大河津分水路

の持っている意味はめちゃくちゃ重いですということをしっかりと頭に入れ、今後、計画

を実行していくということです。○○委員が言われたのは、そういうことだろうと思いま

す。どう対応するかは整備計画でいろいろ検討していただくにしても、危機管理という課

題が整備途上段階ではこれから長く続くことになります。整備計画を何回か繰り返し行わ

ないと基本方針としての実効性は出てきません。最後のところに「実施に努める」と書い

てあります。この言葉は、努めるんだろうなと思うけれども、実施を本当に考えていただ

きたいということです。 

 それでは、次に進ませていただきます。次は○○委員、○○委員からのご質問ですが、
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信濃川下流部の基本高水の考え方（１）、（２）です。○○委員はご出張のためご欠席です。

○○委員のご質問に対しては、委員、いかがでしょうか。 

【委員】  この説明で結構です。 

【委員長】  ありがとうございます。先ほど事務局から、○○委員から、小委員会で議

論をしていただきたいと言われたことがあります。それは６ページの一番下の基本高水の

ピーク流量の設定の図であります。その中でご指摘があったのは、雨量データによる確率

と書いてある一番右端の点が、基準地点帝石橋で４,２００㎥／ｓという基本高水流量に対

して点がかなりの幅をもっており、この幅についてご指摘されたそうです。それに対して

事務局は、○○委員にはご説明されて、今までは雨の降り方が偏在していたり、データと

しての一般性を欠いているもの、計画に使う雨量として一般性を欠いているものを棄却し

ていたんですが、今回はそういう大きなものをすべて出したという説明がありました。こ

の４,２００㎥／ｓの根拠について、○○委員から、議論をしていただく必要があるとのご

意見であったということです。 

【事務局】  もう少しだけ補足させていただきますと、バンドの幅がございまして、幅

自体の問題よりも、むしろ４,２００㎥／ｓを超えているほうが今回は多いというところに

少し引っ掛かるところがあるということで、信濃川は信濃川として、今後の河川計画のた

めに議論をしたほうがいいのではないかというご示唆をいただいているということでござ

います。 

【委員長】  基本高水流量を決めるときに、４,２００㎥／ｓよりも大きいところに大分

データがあることについて、どう考えるべきかのご意見をいただきたい。 

○○委員。お願いします。 

【委員】  先ほどご説明にあったんですが、引き伸ばした結果として、短時間降雨で異

常なものも含めてここに書いたと。昔は棄却してきたんですよね。棄却するにも合理性が

あると私は考えています。それを恣意的だというので、あるときに、ある委員から指摘が

あって全部出すようになったんだけれども、引き伸ばした結果、１／１０,０００とか、そ

ういうこともあり得るわけで、やはり棄却したものはどれかというのはちゃんとここへ書

いていただきたいと思います。あるいは今わかっているなら、従来のような棄却をした場

合にはどんなものが消えていくのか。今、幅の議論をしているので、余りにも上のほうが

多い、それである程度消えるなら、幅の議論としてはいいだろうという気がしていますけ

れども。 
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【委員長】  今のご指摘の、河川砂防技術基準等に書かれているものからすれば、本来

なら棄却されるものというのは、この中でチェックされているんですか。 

【事務局】  すみません、外国の先生と昨日までやりとりしておりまして、最初のこの

問題までいくのにちょっと時間がかかりまして、申しわけございません、今の段階ですぐ

これというのはちょっと答えられないのはまことに申しわけないと思っています。 

【委員】  でも、本当にそれは少なくとも表には付記しておいていただかないと、将来

これがそのまま残ったりしたら誤解がまた生まれると思うので。 

【事務局】  はい、わかりました。 

【委員長】  ○○委員。お願いします。 

【委員】  今、昔はおっしゃったけれども、昔は入れていて、カバー率というふうな表

現で、雨から決めて、流出解析した流量で７０％ぐらいとか、６０％ぐらいとかというふ

うなところを抑えていたのが、最近といって、いつを最近と言ったらいいのかわからない

んだけれども、棄却するという手順を入れるようになったような気がするんですね。その

棄却手順がどれだけオーソライズされているのかということがあまり我々にわからないと

いうのが、意味的にはよくわかる。局地的なもの、それから時間的に集中するものは初め

からデータから除きましょう。それは雨で１／１００であっても、その後起こる流量の事

象が全部取り込んだら、場合によっては１／１０,０００の流量だって出てくる可能性があ

る。これは当然あるわけですね。雨が降った中で、その後流域がいろいろな特性を持って

いるから、その中で確率的な事象になるので、条件つき確率を解放したときにぐっと大き

な確率になる可能性があるので、やはりきちっとしなければいけないということはよくわ

かっているんだけれども、それをどこで切るのかということは、今回こういう議論をしま

しょうというときに、現在の棄却水準はどんなふうに考えているんですということをきち

っと説明してもらう。それから、前にカバー率というふうな概念で全部出して、上のほう

は過大すぎますねというのは直感的にカバー率で表現していた。その辺の経緯も少し説明

いただけたらという気がいたします。 

【委員長】  ありがとうございます。私も今の両委員と同じように思います。いずれに

しましても、この信濃川についての議論だけではなくて、これからの議論とも関係します

ので、今のご意見を少し整理して下さい。○○さん、どうぞ。 

【事務局】  この議論、この委員会の中で、審議会でしてきたものなんですけれども、

今おっしゃられましたように、この棄却の問題につきまして、球磨川のときに大分議論い
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たしまして、基準というのはなかなか科学的にはつくりにくいと。例えば時間分布なり地

域分布の中で、どれが棄却して落とすか落とさないかというのはなかなか科学的には言い

にくいと。ただ、本来、今回は踏襲型なので、今参考でやっているぐらいで、きのう先生

との話の中でということで用意しておりませんが、基本的に改定をする場合とか見直しを

する場合には、きちんとそういったものも全部整理はしております。今度一度きちんと、

今、主要洪水の選定の仕方から、その辺からきちんといいデータを選びながらやっている

ということについてご説明をさせていただきたいと思います。そちらのほうがきちんと議

論をしていただく上ではいいと思いますので、そういう形でご説明したいと思います。 

【委員長】  それでは、ぜひそれは整理して別の機会に当委員会で説明をお願いします。

いずれにしても、○○委員との議論の中で、ここのご質問に対してはこれでほぼ納得され

ているということですので、次に進ませていただきます。 

 次は、新潟県中越地震による河道への影響について。これは私、聞き逃したんですが、

どなたからのご意見でしょうか。 

【事務局】  これにつきましても○○先生のほうにご説明いたしまして、了解をいただ

いております。 

【委員長】  これは大事ですよね。さっき私が申し上げた土砂管理とも関係します。芋

川災害では、７ページのＡ－Ａ断面が１ｍぐらい上昇している。こういうものが時間とと

もにどうなっていくのかという情報をしっかりファイルしておく必要があると思うんです

ね。そうすると、いろいろなところで対応の仕方もわかってくると思います。それに対し

て妙見堰の直上流部の土砂管理については、崩落箇所で崩落土塊は安定してとどまってい

るので、下流への影響はないと思います。 

 それでは、次も○○委員からの発電還元水による河川水温の影響についてであります。

○○委員はこの問題の委員長をされておられます。今日○○委員はいらっしゃいませんの

で、これについてご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

【委員】  この資料にありますとおり、水温が問題になっているのはむしろ減水区間で

ありまして、要するに、発電後放流された水の影響で生物に影響があるのではないかとい

うご質問は当たっていないんじゃないかとそのとき思っておりましたが、ここに出されて

いるデータのように、減水区間で心配な影響が出ているということでございます。 

【委員長】  ありがとうございます。こういうことでご説明をしておいていただければ

と思います。 
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 それから、１０ページは、○○委員からご質問がありました。では、○○委員、積雪深

の問題、河床粒径、よろしくお願いします。 

【委員】  積雪深はよくわかりました。ありがとうございました。 

【委員長】  次の魚野川の河床粒径について、いかがでしょうか。 

【委員】  これも結構でございます。 

【委員長】  ありがとうございます。ご質問に対する答えはこれでいいと思ういま、礫

とか石のある川を５０％粒径で議論すると、それが生き物に対して本当に平均粒径の意味

を持つのか、その辺をほとんど考えないで、みんな平均粒径で言おうとするからうまく説

明がつかないことが出てきます。生き物だったらどんな河床材料で議論するのかとか、治

水問題だったらどうするのかとか、砂河川、礫河川、石河川でまた違うわけです。みんな

河床材料の問題を同じ基準で話しをしているところに毎回同じ議論が出てくる原因がある

ように思います。このあたりの検討をやっていただきたいと思います。 

【事務局】  この生き物の観点からいきますと、浮き石や沈み石とか、空隙のあり方と

か、こういったものも重要になってまいりますし、平均粒径だけというのは少し生き物か

らいうと難しいのかもしれません。ただ、１つの指標としては、わりと均等であればこれ

は使えるものと思いますし、先生がよくおっしゃる大きな石があって、空隙があることの

大切さ、こういったものは、例えば１㎥とった中で分布がどうだとか、そういうようなも

のの見方もあると思いますし、生物の見方であれば、もう少し考えていく必要があるんじ

ゃないかと思っております。 

【委員長】  ○○委員、お願いします。 

【委員】  生き物の話なので少しだけ。低生動物あるいは魚の目から見たときなんです

けれども、何で議論したらいいかというのも問題になるんですが、もう一つは、こういう

河床材料をどうとるかというのが問題なんですね。多分、この材料をとっているやり方は、

表面がはがれてその下を通っていますよね。ところが、垂直の分布は一様かというと、決

してそうではないんですね。わりと大きな材料が上のほうへ載って、下のほうはわりと細

かいとか、いろいろあるのが大体現場での印象なんです。データではないんですけれども。

そういう意味で、調査法自体も、生き物の目から見た低湿、あるいは河床材料の見方みた

いなものをこれから考えなきゃいけないでしょうね。それから、こうやってとってしまっ

た後で見ると、平均もだめだし、たまたま今回では最大粒径という書き方をしておられる

んですけれども、これも非常に危ないです。９０とか９５から上ぐらいがどこら辺にある
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かというのは１つの目安にはなると思うんですけれども、そこら辺はこれからの研究課題

かもしれません。まず第１点の、表面素材が生き物にとっては非常に大事な素材だという

ことです。 

【委員長】  大変重要な、我々河川工学でも同じように、感じています。ありがとうご

ざいます。はい、○○委員どうぞ。 

【委員】  生物ではとおっしゃったんだけれども、実は我々一番かかわっている水位の

計算には粗度という形できいてくるんだけれども、決して平均粒径じゃないですね。昔か

らｄの６５をとるとか８０をとったほうがいいとか、いろいろな議論をされてきたし。そ

れで治水計画を立てるときのｄの代表累計を決めたところで、今度それで河床変動解析を

やると、大きめにとっているから、今度は河床変動に関しては危険が、いわゆる河床変動

があまり起こらないような大きな粒径を代表粒径にしてしまうというようなことも、我々

の分野ですらある非常に重要な問題で、生物的な観点、工学的な観点、いろいろなところ

から少し整理して計画路にどんなふうにつながるのかということがないと、もし計画路の

精度が上がってきたときに、やはりつっつかれるところになりかねないなという気がいた

します。 

【委員長】  ありがとうございました。○○委員から大変インパクトのあるご質問をい

ただき、議論がはずみました。 

 それでは、次の大河津分水路の分派比・放流量について、○○先生、お願いします。 

【委員】  これも洪水防御用の考え方のところで大変よくわかりました。大河津分水路

のほうの生物が気になったんですが、現地を見させていただいた上で感じましたのは、大

出水のときにバンと流してしまうものですから、ほとんど生物がゆっくり住める環境にな

いという、それでもまだこの中に生物がおるというのでびっくりしていたんです。この点

に関しまして、一般的にご議論を一度いただきたいと申しますのは、分水の場合のときの

土砂輸送との関係でして、例えばここの例ですと、新潟港のところに非常に微量の土砂が

たまると。それを８０万㎥年間浚渫している。それだったら流量だけで制御をするんでは

なくて、例えば千曲型の雨が降ったときに、おくれて濁りが到達したときに、濁っている

水のときは大河津のほうから出してしまって、港湾のほうの浚渫の分を減らしてあげると

か、土砂輸送との関連で操作を相対的に決めていただけるとよりよくなるのかなというの

は感じました。 

【委員長】  ありがとうございます。おっしゃられたことはもっともで、先ほどの危機
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管理の話も含めて、整備計画等で河川の土砂管理の適切なやり方を勉強していただきたい。

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の汚水処理人口普及率、○○委員、お願いします。 

【委員】  わかりやすい資料をつくっていただきまして、ありがとうございました。た

だ、説明のところで、窒素負荷発生量についての下りのところですが、総窒素濃度は窒素

発生源から河川への流出形態の変化の影響も考えられ、経年的な変化が見られない理由は

明確でないというところがちょっとわかりにくいところもありましたけれども、図を見ま

すと、ヒトの窒素負荷量が徐々に増加してきているということもありますと、これは下水

道整備を、特に長野県側さんはかなり進んで一生懸命やっていただいているというのはわ

かるんですが、通常の下水道の処理だけでは窒素はとれないのかなと。今後、もし窒素の

濃度を減らすためには、高度処理、または高次処理といったものまで手をつけていかない

といけないのじゃないかなというようなことを思いました。このあたりは通常の下水道処

理、それから浄水場の処理でも窒素はなかなかとりにくいので、こういったものについて

は今後とも減らしていくような努力が必要じゃないかというふうに考えております。特に

下流のほうでは、水道の取水口地点が最下流のほうにもありますので、そういったことも

考えますと、できるだけいい水質を努力していく必要があるんじゃないかというふうに思

っております。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 では、北川に移らせていただきます。北川の基本高水ピーク流量について、○○委員と

○○委員からのご質問です。○○委員、お願いします。 

【委員】  きちっと説明していただけて結構かと思います。１つだけ細かいことなんで

すけれども、真ん中、この説明の文章の右側のコラムの左側ですね、非毎年の発生間隔が

ポアソン分布に従い、かつこれより大きい場合はと書いてあるんですけれども、何がとい

う、この後ろの大きいに対する主語がないですね。間隔がと読むと、１.６５事象／年とい

うのは、間隔じゃないですね。ポアソン分布に従いの後のかつ何々のと、この条件に主語

がないので書き改めていただけたほうがいいかなと。それだけです。 

【委員長】 ありがとうございます。○○委員についてはこれでよろしいということだと

思いますので、進ませていただきます。 

 霞堤の機能と保全について、一番最初の話は○○委員、次いで○○委員、よろしくお願

いします。 
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【委員】  状況はよく理解できましたが、これも基本方針の議論の中で進化してきたこ

とだと思うんですけれども、それでは、それぞれ幾つかある霞堤の内側のところで、何戸

になったら閉じてくれるのかという。５０戸とか６０戸が多いから閉じる方向になってい

るんですよね。 

【委員長】  事務局、お願いします。 

【事務局】  何戸というか、当然こちらの被害の状況とか、それから整備に当然費用も

かかりますし、そういった状況等を総合的に勘案しながら、また霞堤の効果、これも当然

見込まなきゃいけないと。こういった中での議論をする必要があるということで、何戸で

基準とか、こういった１つの指標で見るものではなくて、いろいろな指標の中で総合的に

これが必要だということであれば、ここは閉めるという議論を整備計画の段階でやってい

くということになるということでございます。 

【委員】  問題はそこからなんですけれども、霞堤で開いているという状況を承知の上

で、了承の上でそこに住まわれている方に対して、何人かが集まってきたときに、公共事

業として救済するというところの論理体系を一つ進化させていただきたいというふうに思

います。 

【委員長】  ありがとうございます。霞堤の効果や、土地利用との関係、社会的公平性

等の問題があり、今後検討を要します。整備計画の中で十分ご検討をお願いします。 

 ○○委員、どうぞお願いします。 

【委員】  私も○○委員の今のご発言を支持しますけれども、もう一つは、１番目につ

いては、これは戸数は多いけれども、むしろ輪中堤でとか、そういうことでもできる可能

性もあるし、ここについては、結構遊水効果があるだろうという見込みはありますね。そ

れから、ここを閉めたら内水対策で結構問題を起こすだろうし、閉める、閉めないという

議論とともに、ここを輪中にするような案もぜひ検討していただきたい。ここは特に効果

が大きいと思いますので。あとのほうは、確かにおっしゃるとおりで、そういう条件で進

んで、これは後でできたのか前からあったのか、その辺の議論もまたあろうかと思います

けれども、これからは今のような議論は非常に重要だと思いますので、ぜひよろしくお願

いします。 

【委員長】  １番目は、輪中というような議論はされたんですか。 

【事務局】  基本的にこういったところの効果とバランスであって、その辺については

議論していく必要があると思います。全く一般論なんですけれども、こういう幾つかの開
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いているところで家が建っているところと建っていないところが出るということは、これ

はよくあることなんですけれども、浸かりにくいところに家は建つと。皆さん、住民はよ

く知っていますから、そういうこともあって、いろいろなところを検討しなきゃいけなと

いうことがあるということでございます。きちんと、先ほど言いました被害の状況とか、

整備の方式、土地の利用も含めて見ていく必要があるということでございます。 

【委員長】  よろしいでしょうか。 

【委員】  はい。 

【委員長】  全体を通して何かご意見。 

【委員】  霞堤も含めて、総合的な防災という観点で、浸水リスクのマップづくりがあ

るんですけれども、霞堤の、もちろん旧来住民の方はよくご存じなんですけれども、北川

以外にも霞堤があるところがぎょうさんありますよね。そういうところで、宅地開発なん

かがあって、新住民が入ってくるようなケースもありますよね。そういう場合に、ちゃん

とそこが霞堤で開いているエリアですよということが周知されているんですか。よその宅

地業者は何も知らないふりをしてか、あるいは知っていて宅地開発をするというケースも

なきにしもあらずのような気がするんですが、そういうは実際はあり得ないですか。北川

の戸別の問題というわけでなくて、一般的な話として。 

【事務局】  まず、堤防が開いているときに霞堤なのか、改修の途上が処理していない

ときと、これは多分ごちゃ混ぜになっているんだと思います。霞堤の効果があって見てい

るところと、そうでないところ、いずれ閉めるという中で、改修でそこまで、当然支川の

改修がきちんとできないとなかなか閉められないということもあって、開いているところ

もございます。そういったところ等は判断が難しいんですが、いずれ閉めるという中で家

を建てられている方もあるかもしません。そこがどうだということを業者もなかなか言え

ていないと思うんです。これは実際見ていただいた中で判断されているんだとは思います。

特に都市部に近いようなところは多々ある可能性があると思いますけれども。 

【委員長】  ○○委員。 

【委員】  霞堤なんですけれども、北川においては河床勾配が急であるためにというふ

うな表現で霞堤にしていると。扇状地河川で霞堤にしているところは、ほとんどが氾濫水

の戻りのために霞堤にしている。私、中部にいるから、ところが、豊川みたいな緩流で蛇

行している川では、山つきのところでは、支川が流入するところは、これも霞堤と呼んで

いるんだけれども、全然機能が違いますね。そのときに、ここの説明で、北川は河床勾配
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が急だから霞堤が残っているんだという話で整理しているんだけれども、説明のときには、

口頭で、いろいろな機能を持っている。いわゆる遊水効果があるところもあるし、あるい

は片一方が山つきで、ただ単に無堤なだけで、実際には、もし閉めた場合にはひもをつけ

なきゃいかんとか、その辺を少し整理しないと。ひもをつけたりすることについては、霞

堤で残すかどうかは多分整備計画の話になるし、扇状地の氾濫流の戻りの話は確実に危機

管理の話の中で整理できる話になって、いわゆる計画内のレベルでは、堤内地は安全にな

っているわけだから、それがごちゃ混ぜになっているような気がするので、少し整理いた

だきたいという気がいたします。 

【委員長】  霞堤と土地の利用との関係を整理する必要がありますね。こういう議論は

毎度出てきますので。私、事務局にお渡しするため、霞堤がどんなに有効であるかを示す

例として、黒部川の昭和４４年堤防が切れたとき、霞堤によるはん濫水の戻りを示した写

真を持って来ています。上流端の愛本のところで、こぼれた水が霞堤によって戻っている

ことを示す航空写真です。黒部川の河川整備委員会に出された資料です。今後、霞堤の効

果の説明に使って下さい。霞堤について出された、今のご質問、ご意見を整理していただ

く必要があります。よろしくお願いしたいと思います。 

【委員】  この委員、河川整備の方針の委員会なのでやむを得ないのかもしれませんけ

れども、治水の話で大体全体ができ上がっているんだと思うんですが、若干、河床粒径の

話など生物に関係する話が出ておりますので。実は信濃川にとって、もちろん治水の話も

非常に重要なんですが、環境との関連でいいますと、発電取水のあり方が非常に問題にな

っているわけです。先ほどご紹介がありました信濃川中流域水環境改善検討協議会で、今

の宮中ダムにおけるＪＲの環境維持のための維持流量の放流量が現在毎秒７㎥／ｓなんで

すけれども、これではとても正常な環境は維持できないと。近々、結論としては、     

４０㎥／ｓなり５０㎥／ｓ以上が必要で、しかも、ある期間をおいて１００㎥／ｓを超え

るフラッシュ流量が必要であるというような提言がまとまる見通しでございますけれども、

ほかにも実は清津川と魚野川の間の水争いという問題がありまして、発電取水による問題

ですね。結局、発電取水後の維持流量をどうするのかということが、要するに、現在では、

確かにガイドラインというのはあるんだと思うんですが、ガイドラインでは全く足りない

という状況があちこちで発生しているんだと思います。この問題は、この河川整備の方針

とは関係なのかもしれないんですけれども、しかし、川の重要な問題ではあるに違いない

ので、何かそれに対する対応が少し盛り込まれるとありがたいと思うんですけれども。 
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【委員長】  どうぞお願いします。 

【事務局】  ○○先生がご中心になってやっておられます協議会の結果がこの年度末に

まとまるということでございます。我々としましても、その検討結果を踏まえまして、今

後とも、信濃川にとって、望ましい河川のあり方といいますか、そういうものについて今

後はいろいろな議論をさせていただきながら、あのあたりのいろいろな河川環境ですとか、

あるいは治水、利水環境全部含めまして、望ましい姿をこれから追求させていただきたい

というふうに思っているところでございます。そのくらいでよろしゅうございましょうか。 

【委員】  北川に関連してということで、こういったある程度小さな川というんでしょ

うか、こういったようなことも将来的には洪水の計画というのは逐次見直されていくんじ

ゃないかなとは思うんですけれども、そういった中で、例えば北川を例にしますと、   

データ数が少ないと。小さい川というのは、おそらくそんなにデータ数が多いわけではな

いと思うんですね、降雨の。そうした場合に、ここでも議論されましたように、いわゆる

近隣の流域の雨量データというようなものが重要になってくるかと思います。そのときに、

そういったデータを使うのはやぶさかではないんですが、例えば雨の降り方によって当該

流域の雨量の時間降雨の波形であるとか、あるいは隣接する流域の時間降雨の波形である

とか、そういったような特徴をどんどん分析をしていただきまして、総合的な、もっと広

い意味でのそういった流域管理というんでしょうか、洪水管理というか、そういったよう

なことも今後必要になってくるのではないのかなというふうなことを思いました。 

 それから、霞堤なんですけれども、例えば北川のようなコンパクトリバーといったよう

なときを考えたときに、洪水が起きたときに、そこであるところでは浸かりましたと。し

かしながら、比較的距離の短いところには浸からなかったというところが非常に明確にわ

かるような流域だろうと思います。特に霞堤のような場合でありますと、ある程度、例え

ば被害が起きてくるということは想定されるわけで、それをもとに下流側の人は恩恵を受

けると、こういうふうなことがあるわけですよね。そういったようなことを流域の方々に

もわかっていただいて、流域全体としての資産をどういう形で守っていったらいいのかと

いうふうなことを、特に小さい川、いろいろな情報がすぐに入ってくるような小さい流域

というところでは、非常に大切になってくるんじゃないのかなという感じがいたします。 

 それから、最後ですけれども、こういった北川の場合、一般的に言われるのは、治水と

水環境というふうなものを今後両立させていこうということなんですけれども、特に北川

のような場合におきましては、さらに水を活用した観光でありますとか文化遺産、こうい
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ったようなものとのマッチングというのも、日本にあるたくさんの川でもこういったもの

に近いようなところの川もあると思いますので、水環境、治水、水を利用した歴史、こう

いったようもののマッチングをどう考えていくかということも今後検討していっていただ

ければなというふうに思います。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございました。前回たくさんのご質問、ご意見が出て、それに

対する説明資料をしっかりつくっていただきましたので、十分議論をいただけたと思いま

す。これから河川整備基本方針の案について議論をさせていただきます。少し延びますけ

れども、よろしくお願いします。 

 それでは、信濃川水系及び北川水系の河川整備基本方針の本文案について、事務局より

説明をお願いします。 

【事務局】  それでは、資料２－１、信濃川水系工事実施基本計画と信濃川水系河川整

備基本方針（案）の対比表に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 １枚開いていただきまして、１ページ目でございます。河川の総合的な保全と利用に関

する基本方針ということで、（１）は、流域及び河川の概要でございます。信濃川は甲武信

ヶ岳が源流でございます。そのパラグラフの一番下でございますけれども、日本一の幹川

流路延長３６７㎞流域面積１１,９００㎢の一級河川でございます。 

 流域でございますが、そのパラグラフの下から３行目の右のほうでございます。土地利

用につきまして、森林・荒地が約７０％、水田や畑地等の農地が約１９％、宅地等の市街

地が９％、湖沼等その他が約２％というような利用がされているということでございます。 

 氾濫域でございますけれども、さまざまな交通ネットワークですとか、あるいは野菜と

か稲作といったようものが非常に盛んでございますし、歴史的資産にも恵まれた非常に重

要な流域であるというふうに記してございます。 

 その後に地形のことが書いてございます。特にこのあたりで特質すべきは下流のあたり

でございますけれども、２ページの一番最後の行でございます。海岸砂丘に閉ざされた低

平地が広がってございまして、内水等、非常に問題が生じているところだということでご

ざいます。 

 ３ページでございます。地質のことが書いてございまして、フォッサマグナのあたり、

このあたり、新第三紀、第四紀の堆積岩等ができているところでございまして、このあた

りが土砂崩壊に弱いというあたりでございます。 
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 特に上流、これは特に洪積層、沖積層からなってございますが、第３パラグラフという

んでしょうか、３行目ぐらい、「中流部は新第三紀層から第四紀層、下流部は主として第三

紀層からなっている」ということでございます。 

 ３ページの下の気候でございますけれども、上流部は、顕著な内陸性気候、一番下の行

でございます。中下流部は多雨多湿の日本海性の気候ということでございます。 

 まとめますと、４ページの一番上の行でございます。上流の長野市では約９００㎜と少

ないわけでございますが、中流部の長岡は豪雪地帯ということで約２,３００㎜、下流は新

潟市で約１,８００㎜ということになっているということでございます。 

 勾配でございますけれども、本川、佐久盆地に至るまでは約３０分の１、それから下流

が２００分の１から４００分の１になりまして、飯山盆地までの河床勾配は１,０００分の

１から１,５００分の１というふうに緩くなります。しかしながら、その後、立ヶ花の狭窄

部を超えてその下流になりますと、今度は３００分の１というふうに急な勾配になるとい

うところでございます。そのあたりの本川の上流側の植物相は非常に多様だということが

そこに書いてございます。 

 ４ページの一番下のパラグラフでございますが、犀川、上流部で２０分の１でございま

す。その下流の松本盆地で大体１００分の１から３００分の１という、そういう河床を持

ってございます。 

 ５ページでございます。２行目、犀川の上流域でございます。ここで○○委員から前回

ご指摘をいただきました。ケショウヤナギにつきましては、北海道以外では唯一生息が確

認されているということで、これは非常に貴重種なのでそこを書くようにということで、

「上高地から梓川にかけては、北海道以外では唯一生息が確認されているケショウヤナギ

が河川敷に自生しているほか」というふうに書かせていただいてございます。 

 次のパラグラフでございますが、本川の長野県境から魚野川の合流点ぐらいでございま

すが、このあたりが河床勾配２００分の１から４００分の１ということで、かなり急な部

分がございまして、このあたりは河岸段丘を呈してございます。小千谷から長岡にかけま

しては７００分の１から１,３００分の１ということで、このあたりは扇状地が広がってご

ざいます。長岡市街地から大河津分水路までは大体３,０００分の１ということで、緩やか

な流れとなってございます。大河津分水路の河床勾配は大体３,０００分の１ということで、

河口につきましては山地の狭窄部を貫流しているということでございます。 

 このあたりの植物も非常に多様でございまして、森林帯も標高別にいろいろ入ってござ
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います。下から２行目でございます。右のほうに書いてございますが、河川敷にはオニグ

ルミとか、ヤナギとか、ヨシの群落が分布しているということでございます。○○委員の

ほうからご指摘がございまして、最後にハリエンジュというのが入ってございましたけれ

ども、記述は適切ではないということで削除をさせていただいてございます。 

 ６ページでございます。第２パラグラフ、魚野川の源流から信濃川合流点までの河床勾

配は大体８０分の１から４００分の１ということでございます。特にこのパラグラフの下

から２行目でございますけれども、アユとかサケ、淡水魚の宝庫であるということが言え

るということでございます。 

 大河津分水路の分派点から河口まで大体３,７００分の１から１５,０００分の１という

ことでございます、下流の部分です。このあたりはゼロメートル地帯、自然排水が困難な

低平地を貫流しているということでございます。このあたりは、次のパラグラフで可畔林

等が広がっているということ、それから、潟湖等の湿地の環境ですとか、網状の用排水路

によるネットワークが広がっているということでございます。 

 下から２行目の右のほうでございます。ヨシ原にマガモとかユリカモメ、以前、カモと

かカモメとか書いてございました。○○委員からご指摘がございまして、ちゃんともっと

細かく種類を記せということで、マガモとユリカモメというふうに書かせていただいてご

ざいます。 

 ７ページでございます。信濃川の治水事業について細かく書いてございます。寛保２年、

松代藩、上流のほうでございますが、城を守るために千曲川の瀬直しをしたというあたり

から、中ノ口川と信濃川の流路の合流点の固定ですとか、あるいは阿賀野川の、この小委

員会でもご説明いたしましたけれども、阿賀野川を新発田藩によりまして海岸に抜く、当

時は信濃川に合流しておりましたが、そういう開削みたいなものを行われているというこ

とでございます。 

 明治以降は、水系は一貫したものではなかったんですけれども、上流部におきまして、

大正５年から大洪水の契機といたしまして調査を行いまして、「上流部については」という

パラグラフの大体４行目ぐらいからでございますけれども、明治６年の１０月でございま

すが、本川の犀川の合流部前が２,７８５㎥／ｓ、合流後が５,５７０㎥／ｓという改修計

画を策定いたしまして、直轄の第一期改修工事に着手をしてございます。その後、２０年、

２４年と洪水が計画高水流量を突破いたしました。２４年でございますが、下から２行目

でございますが、本川の犀川合流後の計画高水流量を６,５００㎥／ｓとする計画に改定い
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たしまして、直轄第二期改修に着手をいたしました。 

 ８ページでございます。さらに３３年、３４年と計画高水流量を上回る大洪水が出まし

たので、３７年に流量改定をいたしました。本川の犀川合流後は７,５００㎥／ｓという計

画にして改修工事が進められたということでございます。 

 中下流部におきまして、大河津分水路の構想はあったんですが、いろいろな反対があっ

て着手には至りませんでした。その間、明治１７年、舟運の便宜とか、あるいは河道の乱

流の安定化を図るということで、「中下流における」というパラグラフの５行目ぐらいでご

ざいますけれども、信濃川の河身改修計画というものに着手いたしました。信濃川の築堤

工事を新潟県さんにより行われているということでございます。 

 その後、明治２９年の横田切れがございまして、これを契機に大河津分水路に着手をい

たしまして、そのパラグラフの３行目でございます。大正１１年に通水をしてございます。 

 一番最後のパラグラフで、下流でございますけれども、大河津分水路の分派によりまし

て下流の治水安全度が高まったものですから、中流部におきまして上の改修も行ってきた

ということでございまして、昭和１６年、小千谷におけます計画高水流量を       

９,０００㎥／ｓに改定いたしまして、信濃川増補工事として着手しているということでご

ざいます。 

 ９ページでございますが、２行目の「下流部において」というところでございます。大

河津分水路が大正１１年に通水いたしまして、分派量がゼロになりまして治水負担分が減

りましたので、堤防の高さを大体１ｍから１.５ｍ切り下げられました。下流におけます治

水事業はそういうことで停滞をしたということもございまして、取排水に大きな支障を与

えることに至りましたものですから、昭和１９年に洪水を契機といたしまして、昭和２８

年に計画高水流量を２,１００㎥／ｓとして低水路の河道安定のための信濃川改良工事に

着手をしております。その後、昭和４０年、信濃川水系一級河川に指定をされまして、全

計画を踏襲して工事実施基本計画を策定しております。 

 下から第２パラグラフ目ぐらいですが、「上流部では」ということで、本川の犀川合流後

は７,５００㎥／ｓ、中流部につきましては魚野川合流後は９,０００㎥／ｓ、下流部にお

いては帝石橋で計画高水流量を３,２００㎥／ｓというふうに定めたということでござい

ます。 

 一番最後の行でございますけれども、さらに氾濫区域内の人口・資産の増大がございま

して、計画整備水準の向上を図るということで、現計画でございます昭和４９年に水系一
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貫した工事実施基本計画に改定をいたしました。先ほどからご説明申し上げておりますよ

うに、上流では本川の立ヶ花地点で基本高水のピーク流量を１１,５００㎥／ｓ、このうち

２,５００㎥／ｓを上流ダム群により調節して計画高水流量を９,０００㎥／ｓとする。本

川の杭瀬下地点で５,５００㎥／ｓ、犀川の小市地点は４,０００㎥／ｓとしたということ

でございます。中流部におきまして、小千谷地点における基本高水のピーク流量を    

１３,５００㎥／ｓ、上流ダム群により２,５００㎥／ｓを調節して計画高水流量    

１１,０００㎥／ｓとしたということでございます。下流部でございますが、帝石橋地点に

おける計画高水のピーク流量を４,０００㎥／ｓとしてすべて河道に配分し、計画高水流量

を４,０００㎥／ｓとする計画に策定したということでございます。 

 この工事実施基本計画によります最近の主な工事といたしまして、昭和４９年の大町ダ

ムの建設、あるいはそのパラグラフの３行目の真ん中の後ろぐらいですが、支川樽川にお

ける堤防決壊とか飯山市の柏尾地先、あるいは戸狩の決壊等を契機といたしまして、激甚

災害対策特別緊急事業による事業も進められてございます。 

 そのパラグラフの下から３行目ぐらいの右でございます。「また」とございますが、また、

平成１６年、１８年、大洪水がございまして、戸狩、あるいは立ヶ花の狭窄部上流で漏水

が多く発生したために、その質的強化も行っております。 

 中流部では非常に激しい乱流が扇状地に入るところにございます。昭和３０年から  

４０年代の洪水は破堤寸前ということでございましたが、４９年から長岡で低水路固定化

事業に本格的に着手をしているということでございます。 

 １１ページでございますが、魚野川のことでございます。小出地先におきましてたび重

なる浸水被害がございましたので、４５年から引堤工事をしてございます。また、昭和  

５２年に三国川ダム建設にも着手をしているということでございます。昭和５６年の例の

魚沼型代表洪水として紹介いたしましたが、六日町地先でも堤防決壊を起こしましたので、

河川激甚災害対策特別緊急事業が採択をされてございます。 

 大河津分水路でございますけれども、第二床固につきまして補強工事を繰り返してござ

いまして、４７年に第二床固の、先ほどご説明しました下流側に副堰堤をつくったり、バ

ッフルピア等を完成しているということでございました。それから、老朽化をしたという

ことに伴いまして、平成４年から大河津洗堰の改築に着手をしてございます。また、平成

１５年から可動堰の改築にも着手をしているということでございます。さらに１６年の中

越地震、１９年の中越沖地震から災害復旧事業として堤防の液状化対策も実施していると
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いうことでございます。 

 下流部につきましては、４８年に中ノ口川の水門の建設に着手をしておりまして、   

５３年に蒲原大堰の建設にも着手をしてございます。 

 また、次のページの３行目ぐらいでございますが、大河津分水路によって分派がゼロに

なったということから、切り下げられた堤防をもとの高さに復元するという堤防低部対策

事業を実施し、内水対策としまして、西川排水機場も整備をしてございます。平成１６年

に、先ほどからご説明しております大洪水が支川の刈谷田川、五十嵐川で激甚な浸水被害

を受けましたので、河川災害復旧関連事業によりまして、その改修にあわせまして本川も

改修をしているということでございます。また、昭和５８年から下流部におきましては、

やすらぎ堤ということで、良好な水辺環境の確保ということも含めて治水安全度の向上を

しようという、そういうことも行っております。さらに、鳥屋野潟につきまして、内水対

策として排水機場の整備も行っておりますし、西川の排水機場の排水能力の増強にも着手

をしているということでございます。 

 その次は、信濃川流域の山腹の崩壊とか地すべりとか土石流が多いということが書いて

ございます。砂防事業につきまして、明治１４年から河川改修の一環として改修しており

ますけれども、次の１３ページでございます。１行目、明治４４年の第１次治水計画の決

定に基づきまして、大正７年から直轄砂防事業に着手をしてございます。同じく昭和   

１２年、直轄砂防事業も着手しておりまして、特に先ほど申しました平成１６年、芋川、

あるいは相川等につきまして、それぞれ１６年、１８年直轄編入をして、またさらには  

１８年については芋川流域内におきましても直轄事業をしているということでございます。 

 海岸事業につきましては、浸食性の海岸に変わったということで、５２年から直轄海岸

事業に着手しておりまして、１９年に事業区間を延伸してございます。 

 河川水の利用につきましては、これは農業用水、都市用水、発電用水、環境用水、消流

雪用水等に幅広く使われているということが書いてございます。 

 １４ページの第２パラグラフでございます。水質についてということで、その次のパラ

グラフでございますけれども、近年、本川ではＢＯＤ７５％が環境基準をおおむね満足し

ている。しかしながら、鳥屋野潟ではＣＯＤ７５％が環境基準を上回っておりますので、

関係機関等と一体となりまして水環境の改善に努めているというところでございます。 

 ご指摘ございました上流部、窒素、リンの濃度が高いということもございます。それか

ら中流部におきまして、減水区間が生じております。夏期に高水温となるということから、
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水環境を改善するための検討が行われているということでございます。下流部におきまし

ては、特にＳＳによる濁りが見られるということも特徴でございます。 

 河川の利用につきまして、１５ページでございますが、上流部、環境学習の場ですとか、

あるいはカヌーやラフティングとか、あるいはつけ場漁等に利用されているということで

ございます。中流部につきましては、河川敷、水田や畑地等の農地利用ですとかグラウン

ド利用、特に長岡市街におきましては、花火大会など、いろいろな人に利用されていると

いうことでございます。魚野川でございますけれども、伝統的なヤナ漁も行われていると

いうことで、多目的に利用されているということが言えると思います。 

 （２）の河川の総合的な保全と利用に関する基本方針でございます。前半の部分は治水、

利水、環境にかかわる施策を総合的に展開をするということ、それにつきまして河川の総

合的な保全と利用を図るということが書いてございます。 

 １６ページでございますが、下から第２パラグラフぐらいですけれども、水・物質循環

系の話、それから河川の維持管理についての話がございます。 

 特に１７ページ、このパラグラフの２行目でございますけれども、「上流から海岸までの

総合的な土砂管理の観点から、健全な流砂系の構築を図るべく河床材料や」ということで、

総合的に土砂観点の部分についても記述をさせていだたいているということでございます。 

 アでございますが、災害の発生の防止または軽減ということで、このパラグラフの２行

目の後ろのほうでございます。「支川を含めた水系全体としてバランスよく治水安全度を

向上させる」といったあたりを強調しているということでございます。 

 第２パラグラフ、下から２行目のあたりは、点検等に関する記述がずっと書いてござい

ます。 

 １８ページでございますが、１８ページの第２パラグラフ、内水被害の著しい地域にお

きまして、関係機関と調整を図りつつ、必要に応じて内水対策をしていくということで、

特に上流部がございますが、改修の考え方といたしまして、河積の拡大と護岸の整備とと

もに、洪水調節施設によって計画規模の洪水を安全に流下させるということが必要だとい

うことでございます。特に○○委員のほうからもご指摘がございまして、「なお」というパ

ラグラフの下から３行目の右のほうに書いてございます。「また、立ヶ花や戸狩の狭窄部の

影響により本川水位が堰上げられ、支川では内水被害が生じやすいことから、関係機関と

連携・調整を図りつつ、内水対策を実施する」ということで、特にこの部分について書か

せていただいてございます。 
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 中流部におきまして、大河津分水路で流下能力が不足しているということ、これから抜

本的な整備を行うということが書いてございます。 

 １９ページでございますが、下流部におきましても、河積の拡大、堤防の新設、それか

ら必要に応じて洪水調節施設によって河道への負担を軽減させるということが書いてござ

います。特に「下流部において」というパラグラフの４行目でございますが、水位低下の

効果があることから、支川を含めた流域全体の治水安全度の向上に寄与する治水対策を実

施すると。本川の支川を下げるということはなかなか大切だと、そのための河道掘削は重

要だということが書いてございます。それから、ゼロメートル地帯ございますので、内水

対策も実施すると書いてございます。 

 さらに、中ノ口川につきまして、今現在、分派量、本川がなかなか流下能力がないとい

うこともあって、若干多めの分派をしているわけでございますけれども、これも本川の改

修の進捗状況を踏まえまして適切な分流等を実施していくことが必要だといってございま

す。 

 河道掘削に当たっては、当然、河川環境と保全の関係に配慮していくということが次の

パラグラフで書いてございます。 

 １９ページの最後の段落は、河川管理施設の機能を確保するためのいろいろな点検等が

書いているところでございます。 

 ２０ページでございますが、第３パラグラフ、河道内の樹木につきまして、計画的な伐

開等の適正な管理、実施をしていこうということでございます。また、土砂や流木につき

まして、治山や治水の一体的な整備と管理を行っていきたいと書いてございます。 

 特に地震による液状化、あるいは津波への対策ということで、堤防の耐震対策も行って

いくということでございます。 

 それから、きょう議論がございました計画規模を上回る洪水、整備途上段階での施設能

力以上の洪水が発生し氾濫した場合ということで、このパラグラフの４行目の後ろのほう

でございますけれども、「特に、大河津分水路は河口に向かい漏斗状に川幅が狭まるため、

堰上げにて流下能力が不足しており、仮に大河津分水路右岸が破堤した場合、人口・資産

が集中する新潟市街地中心部まで洪水が到達し甚大な被害か発生することから、被害をで

きるだけ軽減できるよう、各種対策の実施に努める」と書かせていただいてございます。 

 次のパラグラフは、ソフト対策でございます。２１ページに書かせていただきました。

これも水系一貫した河川整備を行っていくということでございます。 
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 以上が大体治水についてでございます。言わずもがなでございますが、基本方針につき

ましては、それだけでなく、利用とか環境についても書かせていただいているところでご

ざいまして、イがその河川の適正な利用ということでございまして、河川の適正な利用及

び流水の正常な機能の維持につきましては、今後とも関係機関と連携し、２行目の最後で

ございますが、「必要な流量の確保に努める」ということで書かせていただきたいと思いま

す。先ほど○○委員のほうからもご指摘ございました。一番最後に「なお」と書いてござ

います。「減水区間においては、関係機関と調整しつつ流況改善に努める」ということで文

言を入れさせていただきたいと考えてございます。 

 ウが河川環境の整備と保全ということでございまして、最初は基本的な考え方をずっと

書いてございますが、２２ページの上から４行目あたりに「良好な河川環境の維持」、それ

からその下の行の右でございますが、「かつての良好な河川環境の再生」、それから一番最

後でございますが、「地域づくりと一体になった川づくり」と、このあたりを進めていくと

いうことが書いてございます。 

 それから、動植物の生息・生育・繁殖地の保全についてでございますが、そのパラグラ

フの２行目の一番後ろのほうでございます。○○委員のほうからご指摘がございました。

「魚類が河川の上下流や本川支川等を往来できるよう水域の連続性を確保し」と、目標と

してこれも立てておくべきだというご意見がございまして、入れさせていただいておりま

す。「生物がそれぞれの生活史を全うできるような環境を確保するよう良好な自然環境の

保全に努める」ということでございます。 

 あと、千曲川上流側については、砂礫河原の再生ですとか、あるいは中流部におきまし

ては、瀬や淵、あるいはワンドの保全・再生に努めるとか、ここにおきましても、「発電に

よる減水区間については、関係機関と協議し、河川環境の改善に努める」という言葉を入

れさせていただいてございます。下流部におきましては、「多様な水辺環境の保全・再生に

努める」ということでございます。 

 ２３ページでございますが、犀川の上流部、ここにおきましてもケショウヤナギがござ

いますので、○○委員のご指摘がございました「北海道以外では唯一生息が確認されてい

る」という修飾語を入れさせていただいてございます。 

 魚野川につきまして、アユ等の生息等に適した瀬や淵の保全に努めるということを書い

てございます。 

 その下、良好な景観の維持・形成、それから２３ページの一番下は、人と河川の豊かな
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ふれあいの確保についてずっと書いてございます。 

 ２４ページでございますが、水質についてということでございます。これも○○委員か

らのご指摘がございました。その行の一番最後でございます。「上流部における総窒素をは

じめとする河川水質の現状を考慮し」、これは良好な環境と書いてございますけれども、総

窒素のことも書くべきだということで書かせていただきまして、現状を考慮していろいろ

と保全・改善に努めるということでございます。 

 そのほか、河川敷地の占用の話ですとか、不法係留、ごみの不法投棄、環境・景観に関

する情報収集、モニタリング、地域の魅力と活力を引き出す積極的な河川管理について書

かせていただいているところでございます。 

 ２番でございますが、河川の整備の基本となる事項ということで、基本高水並びにその

河道及び洪水調節施設への配分に関する事項ということで、上流部につきまして、２行目

の後ろでございますが、基準地点立ヶ花におきまして１１,５００㎥／ｓとしまして、この

うち流域内の洪水調節施設によりまして２,５００㎥／ｓを調節し、河道への配分流量を 

９,０００㎥／ｓとするということでございます。 

 中流部につきましては、２行目の後ろのほうでございます。基準地点小千谷において  

１３,５００㎥／ｓとし、流域内の洪水調節施設により２,５００㎥／ｓを調節し、河道へ

の配分流量を１１,０００㎥／ｓとする。 

 ウが下流部でございます。２６ページでございますけれども、１行目後ろのほうでござ

いますが、基準地点帝石橋において４,２００㎥／ｓ、先ほど４,０００㎥／ｓと１回目に

ご説明をいたしましたけれども、もともと補助ダムによって２００㎥／ｓカットした後の

流量を基本高水というふうに前の工事実施基本計画では書いてございました。今回は、そ

の他の河川との整合性等も考えまして、もともとカットしている以前の流量      

４,２００㎥／ｓというものを基本高水としてピーク流量で出してございます。     

４,２００㎥／ｓといたしまして、このうち流域内の洪水調節施設により２００㎥／ｓを調

節して、河道への配分流量を４,０００㎥／ｓとするということでございます。 

 主な地点におきます計画高水流量に関する事項ということで、そのほかのいろいろな主

要地点における流量もここに書いてございます。 

 ２８ページ、２９ページがそれらを図、または表にしたものでございます。 

 ３０ページでございますが、（４）主要な地点における流水の正常な機能を維持するため

必要な流量に関する事項ということで、上流部でございますが、新潟県境までの本川区間
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の部分でございます。第２パラグラフのところ、生田地点が低水の基準地点でございます

が、その行の一番右側でございますが、かんがい期はおおむね１５㎥／ｓ、非かんがい期

でおおむね７㎥／ｓでございます。 

 それから、その次の次のパラグラフ、小市地点でございます。これは犀川でございます

が、通年でおおむね４０㎥／ｓということでございます。先ほどの生田地点におきまして、

かんがい期が１５㎥／ｓ、非かんがい期で７㎥／ｓでございます。その上に１／１０程度

の渇水流量が２０.７㎥／ｓということで、このあたりは満足しているわけでございます。

小市地点につきましては１／１０渇水量が３４㎥／ｓということで、若干足りないわけで

ございますけれども、近年、実際の流況はよくなっているということが言えるということ

でございます。 

 中下流部でございますが、小千谷地点におきまして、３１ページの第２パラグラフにご

ざいますけれども、小千谷地点におけます流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、

かんがい期でおおむね１４５㎥／ｓ、非かんがい期はおおむね１１５㎥／ｓということで

ございます。以上のことを考えまして、流量の確保に努めるということを入れさせていた

だきたました。 

 以上でございます。 

【事務局】  それでは、続きまして資料２－２、北川水系についてご説明をいたします。 

 まず１ページ目でございます。流域及び河川の概要ということで、北川は滋賀県と福井

県の間の三十三間山付近に発して、小浜を出て、小浜市を経て日本海に注ぐという河川で

ございます。 

 真ん中流域のところの中に、真ん中のパラグラフの下から６行目、５行目、「中流域には

鯖街道など京への物資輸送の中継地として栄えた若狭町」と。鯖街道というものがこの流

域でございまして、これについて○○委員からご指摘もございましたので、こちらに記載

をさせていただいてございます。 

 それから、下のパラグラフ、流域の地形でございますが、南部、東部、北部を山地に囲

まれて北西部に小浜湾がある。北川に沿って１から１.５㎞の扇状地性の低地が広がってい

るということでございます。 

 次に２ページでございますが、河床勾配は上流は約３０分の１、中流部では約１２０分

の１から３９０分の１、いずれにしろ急勾配となってございます。下流部で約７９０分の

１ということでございます。 
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 流域の地質でございますが、これは丹波層群からなってございます。 

 流域の気候でございますが、日本海型の気候区で、年平均降水量は山地で２,４００㎜か

ら２,６００㎜と、低地部でも２,２００㎜から２,４００㎜と非常に降水量の多いところで

ございます。 

 それから、次に流域及び河川の環境についてでございますが、源流から瓜生大井根頭首

工までの上流部、これは急峻な渓谷でありまして、渓流環境であるということでございま

す。瓜生大井根頭首工から丸山橋までの中流部、これは水田が広がる扇状地性の低地を流

れ、瀬・淵が連続して形成されているというようなところでございます。次のページにま

いります。上から３行目でございますが、この中流部におきましては、河口から約１８㎞

の区間の間は頭首工等横断構造物が非常にたくさんございます。水域の縦断的な連続性を

阻害して魚類等の遡上・降下に影響を与えているような実態がございます。平成６年に「魚

がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」の指定を受けておりますし、平成１６年には、

縦断的連続性の確保や瀬・淵の再生等を主眼とした自然再生計画を作成しているというよ

うなところでございます。 

 次が丸山橋付近から河口までの下流部でございます。これは感潮域でございまして、シ

オクグが帯状に群落を形成しているようなところでございます。また、シラウオやシロウ

オの産卵場ともなっているようなところでございます。 

 次に、治水事業でございます。大正１５年に内務省土木局におきまして直轄改修事業と

して着手をいたしました。その当時の事業といたしましては、北川、南川の分離付替、こ

れを行ってございます。また、昭和２８年９月の台風１３号、これにおきまして大災害を

受けました。福井県が災害復旧助成事業として事業を行っております。そして昭和４６年

の４月、一級水系の指定を受け、工事実施基本計画を策定してございます。 

 次、４ページの上から３行目でございますが、いろいろこれまで改修を行ってまいりま

した。しかし、老朽化している河口部の堤防等について適正な機能維持が必要となってい

ると、これは委員長からもご指摘もございまして、河口部の堤防等につきましての機能維

持、これが必要になっているという状況でございます。 

 次が河川水の利用でございます。農業用水、水道用水、水力発電としての利用がされて

いるということでございます。 

 水質につきましては、新道橋から下流が水質環境基準Ａ類型に指定されておりまして、

環境基準をおおむね満足しているような状況になってございます。 
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 次が河川の利用でございます。こちらは川幅が非常に狭いと、そのために高水敷の面積

が小さいというような河川でございます。そのため、高水敷の利用は少なく、散策や堤防

上の道路を利用した若狭マラソン等のスポーツイベント、またサイクリングロード、こう

いった利用がなされているというようなところでございます。 

 次、（２）の河川の総合的な保全と利用に関する基本方針でございます。北川の特徴とい

たしまして、アカザやスナヤツメといった清流に住むような魚類がいると、そういう自然

豊かな河川環境。それから、鯖街道に代表されます流域の風土、歴史、文化、こういった

ものを踏まえながら川づくり目指していきたいということでございます。そして、治水、

利水、環境にかかわる施策を総合的に展開するということでございます。 

 次のページ、５ページにまいります。５ページの上から２つ目のパラグラフですが、い

ろいろな計画、水源から河口までの一貫した計画のもとに総合的に保全と利用を図るとい

うこと、また、健全な水・物質循環系の構築を図るということ、そして河川の維持管理、

特に河川の維持管理の２行目でございますが、「河川の有する多様な機能を十分に発揮で

きるように適切に行う」と。これは○○委員から、これは久慈川と仁淀川の委員会のとき

でございますが、「多面的な」と最初書いてございまして、これにつきまして少しニュアン

スとして違うんじゃないかと。「多様な」という形で書き直させていただいております。そ

れから、上流から海岸までの総合的な土砂管理の観点からの記述も入れてございます。 

 最後の行でございますが、「河道の著しい浸食や堆積が無いような治水上安定的な河道

の維持に努める」と。もともと「治水上安定な河道」と書いてございまして、これも久慈

川・仁淀川の委員会のときに、これは地元の○○委員から、治水上安定な河道というのは

かちかちに固まった河道じゃないかと。少しこの辺につきましてはきちんと例示を書きま

して、こういう著しい浸食や堆積がないような河道でありまして、当然、その河道は少し

動いたり、こういった健全な形にはなっているということ、これがわかるようにさせてい

ただきました。 

 それから次、災害の発生の防止または軽減ということでございます。こちらにつきまし

ては、６ページでございますが、北川で堤防の拡築、河道掘削、橋梁や堰の改築等による

河積を増大させること、それから洪水調節施設を整備し洪水調整を行うこと、こういった

ことを記載してございます。また、堰、橋梁等の横断工作物の改築につきましては、関係

機関と調整・連携を図りながら行っていきたい。また、堤防の詳細な点検につきましても、

安全性確保のための対策、点検した後で安全性確保のための対策を実施するということを
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記載してございます。 

 それから、真ん中のところには、内水被害の著しい地域、こういったところには関係機

関と連携・調整を図りながら内水対策を実施するということを書いてございます。 

 その下には、施設管理についての記述、それから河道内樹木について、これも適正な管

理を実施するということを記載してございます。また、地震につきましても、地震防災対

策についての記述をしてございます。 

 それから、下から２行目でございますが、計画規模を上回る洪水や整備途上段階の施設

能力以上の洪水が発生した場合、こういった場合は被害をできるだけ軽減できるよう必要

に応じた対策を実施すると。これとともに、先ほどから議論にありましたが、「現存する霞

堤については、沿川の状況を踏まえ、その適切な維持・保全に努める」という形で記載し

てございます。 

 その下には危機管理につきまして、水防とかハザードマップ等のソフト対策についての

記載をしてございます。 

 また、本川及び支川の整備に当たって、これは本川及び上下流のバランスを考慮した水

系一貫した河川整備を行うということを記載してございます。 

 次、イでございます。河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持でございます。こ

れにつきましては、「広域的かつ合理的な水利用の促進を図るなど、今後も関係機関と連携

して必要な流量の確保に努める」という形で記載させていただいております。 

 次は８ページでございます。河川環境の整備と保全。良好な河川景観や自然環境保全を

し、次世代に引き継ぐということをもとに、河川環境管理の目標を定めるとか、また工事

に当たっては代償措置等も考えるとか、また河川環境の再生、こういったものを考えてい

くということを記載してございます。 

 また、動植物の生息地、生育地、繁殖地の保全、これにつきましては、特に魚類が河川

の上下流や本支川等を往来できるよう水域の連続性を確保ということを記載してございま

す。また、上流部では瀬・淵の保全、中流部及び遠敷川では、アカザやスナヤツメが生息

する水のきれいな瀬、またはカワヂシャ、ミクリ、ハンゲショウなどが生育する湿性環境、

こういったものを河川整備でできるだけ配慮をし、保全回復に努めるということを書いて

ございます。また、下流部におきましては、シオクグ、ヨシ等の生育する塩性湿地環境、

シラウオ、シロウオの産卵場、こういったものにつきましても河川整備でできるだけ配慮

をして保全・回復に努めていきたいということを記載してございます。 
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 次に、良好な景観の維持・形成につきましては、周辺の山々や田園風景と調和した河川

景観の保全を考えていきたいということでございます。 

 次、９ページにまいります。人と河川との豊かなふれあいの確保と、これにつきまして

も自然とのふれあい、環境学習ができる場等の整備と保全、また地域間交流や自然体験活

動を推進していきたいということでございます。 

 次、水質でございますが、現状の良好な水質の保全に努めていきたいと考えてございま

す。 

 また、河川敷地の占用及び許可工作物の設置・管理、または地域の魅力と活力を引き出

す積極的な河川管理についての記載をその後記してございます。 

 次、１０ページでございますが、河川の整備の基本となるべき事項でございます。まず、

基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項。基本高水のピーク流量

につきましては、基準地点高塚におきまして１,９００㎥／ｓ、洪水調節施設により   

１００㎥／ｓを調節いたしまして、河道への配分流量を１,８００㎥／ｓとしてございます。 

 次、１１ページでございます。主要な地点における計画高水流量に関する事項。新道地

点におきまして７００㎥／ｓ、遠敷川等の支川を合わせまして高塚地点で１,８００㎥／ｓ、

河口まで同流量ということでしてございます。 

 次、１２ページでございますが、主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る

川幅に関する事項、これは一覧表にまとめてございます。 

 次、１３ページでございます。主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必

要な流量に関する事項でございます。高塚地点におきまして、４月から５月はおおむね  

２.１㎥／ｓ、６月から３月はおおむね１.１㎥／ｓとし、もって流水の適正な管理、円滑

な水利使用、河川環境の保全等に資するものとするということでございます。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、ただいま河川整備基本方針の本文案

を前回の審議を踏まえて説明いただきましたが、これについてご意見、ご質問等いただき

たいと思います。 

 最初に、信濃川流域の事情に詳しい専門家である○○委員にお願いします。 

【委員】  対応方針のほうは、発電用取水に関する件ですが、こんな表現でやむを得な

いのかなと思うんですが、現状説明のところで、１３ページ、１４ページなんですけれど

も、要するに発電用取水により問題が発生しているということに全く触れられていなくて、
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要するに発電用取水で使われていると。あるいは１３ページのほうですと、農業用水で利

用されているというような書き振りになっているわけですが、清津川、魚野川間の問題と

いうのは、清津川で東京電力が発電した水を魚野川に流して、魚野川流域はその水を利用

して南魚沼米を生産していると。それは８０年前からそのような状況できているというこ

とで、清津川流域の住民は水を戻したいと、こう主張して今協議会が立ち上がっている状

況なんです。ですから、その農業用水の利用に関しても、そのような状況にあるとそうし

た問題が発生しておりますし、ＪＲの発電取水でさまざまな問題が発生しているというよ

うなことが多少は触れられているべきじゃないかなと思うんですね。１５ページにも、中

流部の話、水利用に関して、要するに十日町周辺では、川に親しむというようなことがで

きない状況になっているわけです。だから、そのような住民側とのつきあいの部分が欠け

ざるを得なくなっているようなことが少し書かれていいんじゃないかなと、こう思います。 

【委員長】  どうぞ。 

【事務局】  それでは、課題等につきまして、現状どこまで書けるか検討させていただ

いて、またご相談にいきたいと思っております。 

【委員長】  書き振り等事務局とご相談ください。よろしくお願いします。 

 続きまして、○○委員、お願いします。 

【委員】  意見というよりお聞きしたんですけれども、２８ページの各地点での流量等

が書いてありますが、今までのものに対してかなり右側の部分、新しいほうでは簡略化と

いうんですか、支川等の数値が書いていないんですが、これは何か意味があってこういう

ふうに変えられたんでしょうか。 

【事務局】  これは全水系、今基本方針を立てているわけでございますけれども、いろ

いろ細かいことを書いたところから粗く書いてある河川までいろいろございまして、大体

主要な河川、特に支川につきましては、大体主要な河川について書いていこうと。主要地

点があるところを中心に図みたいなものをある程度、この信濃川だけで見ますと、少し河

川については流量がないところとか、書いていないような部分については少し簡略した図

にしていこうというのが基本的な考え方でございますので、例えば信濃川下流で川が書い

てございますけれども、流量が書いていないようなところについては、基本的に書かない、

そういうような整理をしているところでございます。大体１割ぐらいの合流量があると書

こうかなとか、そんなような形で今精査しているところでございまして、大体こんな形に

なるということでございます。 
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【委員】  ずっと全部くまなく読んでいないのでよくわからないんですが、私がちょっ

と気になったところは、先ほどの図のところで、千曲川と犀川で分かれた形で流量を書い

てありますので、私はこれで結構だと思います。 

【委員長】  ありがとうございます。では、河川工学の○○委員、お願いします。 

【委員】  １つは、今、席が隣なので○○さんとお話ししていたんだけれども、この絵

ではなかなかわからないねと。河川整備計画を議論されるときには、この絵が出ていくん

だろうけれども、そのときにもうちょっと詳しく説明がいるんだろうなと。特にこの２回、

きょうまでの小委員会でいろいろ計画高水流量と基本高水の差を洪水調節に委ねるという

ふうな話を、そうぎりぎりするなよと言われながらもしたのは、そこは非常に重要な点な

んだけれども、この絵からそれがなかなか見えないし、言っていないことまで実は書いて

いるわけですね。千曲川５,５００㎥／ｓ、犀川３,６００㎥／ｓ、それから堀之内から出

ているところが５,０００㎥／ｓというところには、何らか張りつけている洪水調節流量が

あるんだけれども、よく読めないし、これぐらい大きな川になると９,５００㎥／ｓのとこ

ろに５,０００㎥／ｓが流入したって１１,０００㎥／ｓにしかならない。当然、上からと

いうか、東側から入ってくる流量のピークと本川のピーク流量がずれるとか、その辺、丁

寧に、あとは地元に整備計画を任せるということであったにしても、丁寧に説明していく

ことが必要な図になったなという気がします。今までずっと簡略化してきてよかった面も

あるんだけれども、よかったんだけれども、実は裏に見えているわけですね。千曲と犀川

だって、洪水調節に預けた量がどれだけずつぐらいかなというのは専門家が見たら見えな

いわけでもないというようなところもありますので、少し丁寧に説明することが必要だろ

うなという気がしました、こんなふうに分けると。ただ、河道計画といいますか、河道の

ほうという意味からしますと、その川をどれぐらいの器にしていくのかということを見る

上では非常に明快になっているわけで、例えば堀之内のところへ入ってくる魚野川の河道

は、ここは５,０００㎥／ｓ対応でつくりますとかというふうな形で非常に、その場その場

ではわかりやすい議論かなという気がいたしました。 

 それからもう１点、ひょっとしてどこかに書いてあるのかなということも気にしたんで

すけれども、一番最初の説明で、ずっと上流から書いてきて、支川が入って、６ページま

できますと、「大河津分水路分派点から河口までの河床勾配は」というふうなところから実

は下流側のことが書いてあるわけですね。大河津分水の分水のほう、新川のほうの話につ

いては何も書いていない。すなわちそこの勾配がどうだとか、あるいはもう一つ、今もそ
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うだし、今後も大事になってくる問題は、分水路のところの河川敷をどういうふうに空間

管理していくのか、占用の問題とかも含めて。ほかのところではどういう生物が生息して

とか、どういう利用されていてと書いているんだけれども、分水のところの河道の部分の

空間管理をどうするのかが、あるいは空間の利用の実態がどうなっているのかが、いずれ

にせよ、分水のほうがあまり書かれていないのかなと、ちょっと見当たらなかったという

ことです。 

 それから、私さっきちょっと言った２０ページ、「仮に大河津分水路右岸で破堤した場

合」と書いてあるんだけれども、大河津分水路というのは洗堰より下流だけですので、信

濃川の中流の洗堰よりもちょっと上流の右岸で破堤する場合は、いわゆる信濃川下流の右

岸側なのであまり資産も多くないという判断で、そっち側だけ書いているのかということ

になりかねないので、この辺の記述を改めてほしいと思います。確かに昔激しかったのは

信濃川の下流の左岸側なんでしょうけれども、その辺ちょっと注意されたほうがいいのか

なという気がいたしました。 

【委員長】  ありがとうございました。またご検討をお願いします。 

 それでは、続きまして、北川の事情に詳しい○○委員、お願いします。 

【委員】  内容的にはおおむねこれでよろしいかと思うんですけれども、６ページ目の

ところの霞堤のところの書き方、一番最後の行のところですけれども、「沿川の状況を踏ま

え」というふうな形では書かれてあるんですが、若干広義的でつかみにくいなと、こうい

うふうな感じがいたします。ですから、霞堤の持つそういった治水の機能、あるいは二線

堤としての機能、あるいはそれからまた、生態系を踏まえながら、そういった適切なとい

うふうな形で、若干もう少し踏み込んで書いていただければありがたいかなというふうに

思います。 

 あとは特にございません。 

【委員長】  それでは、ご指摘の点、どのようにすべきか事務局に案を出して下さい。

よろしくお願いします。 

 それでは、各委員からご意見をいただいていきたいと思います。どちらの川でも結構で

ございます。○○委員、お願いします。 

【委員】  特にこちらの基本方針のほうに対しては意見はないんですが、先ほども盛ん

に発電による、取水によります流量が減っているという対策のお話がございました。いつ

も申し上げているんですが、水力発電というのは需要変動に対応可能な最もクリーンなエ
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ネルギーです。そのために好ましい環境が壊されている、阻害されているというのは当然

あるわけであります。ですが、それを取り戻すためにはそれなりの対価が必要になると存

じます。各水系でお願いしたのは、そういう場合に炭酸ガス会計を、概算で当然結構です

が、必ずどこかで報告してほしいなということでございます。もし今回の件でも、当然コ

ストアップは、今の石油の値段ですから非常にあるんですが、そのほかに環境保全のため

の炭酸ガスの排出量増加、これが一種のトレードオフになるわけです。そこの部分をはっ

きり出していただけるようお願いしたいということです。 

【委員長】  ありがとうございます。それでは、○○委員、お願いします。 

【委員】  両水系について、基本方針案については特段ございません。 

【委員長】  ありがとうございます。それでは、○○委員、お願いします。 

【委員】  信濃川水系の２４ページの「水質については」のところの下りですが、これ

は前回の原案よりも適切に修正されて、これで意見ございません。それから、北川につい

ても意見はございません。 

【委員長】  ありがとうございます。○○委員、お願いします。 

【委員】  土砂輸送のところにつきましては、例えば信濃川ですと、２０ページの中ほ

どですが、「土砂や流木については、関係機関と連携を図り治山と治水の一体的な整備と管

理を行う」という表現になっているんですが、生物の生息環境とか関連の土砂輸送につい

て、どこかに少しでも書いていただけたらと思います。 

【委員長】  そういうご議論はありましたので、よろしくご検討をお願いします。あり

がとうございます。 

 それでは、○○委員。先ほど口頭で言われたこともあわせてお願いします。 

【委員】  信濃川、それから北川、両方とも基本的には結構だと思います。先ほどご説

明いただきました流水の正常な機能の北川の件なんですが、資料を見ますと、ウグイの産

卵、３０㎝というようなことで決められておられるようで、計算は計算で構わないんです

けれども、ちょっと自然物相手にしては刻みが細かすぎるような気もするんです。流水の

正常な機能は２カ月ですから、今いろいろと、どんな表現にするかとか、位置づけをどう

しようかとかご検討いただいていると思いますので、表現をどんな刻みでやるかとか、そ

んなようなことも含めてご検討いただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

【委員長】 ありがとうございます。○○委員、お願いします。 
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【委員】  前回、いろいろ細かい注文をつけたんですけれども、適切に直していただい

てありがとうございます。非常によくなっていると思います。ただ、私の専門ではないん

ですが、信濃川の治水事業、あるいは災害史、これは非常に重要なイベントで書いてある

んですが、歴史的に並んでいるようなんですけれども、歴史があって、上・中・下流があ

って、また次の歴史イベントがあって、こうなって、少々わかりにくいので、今から書き

直すことはないんですが、その間に少しスペースを入れていただいて、途中から水系一貫

になって全部なったというのでシナリオは通っているんですけれども、初めて読んだので

はなかなか難しいので、ちょっとした工夫して直して、ヘディングまでつける必要はない

と思います。 

 それから、先ほども申し上げたんですが、北川のほう、霞堤の機能というものを住民の

方に周知するという行動が、きっとハザードマップと同じぐらい重要だと思うんですよね。

そういう意味では、７ページのところの、「現存する霞堤については、沿川の状況を踏まえ、

その適切な維持・保全に努めるとともに、その機能、あるいは役割を流域住民の方に」と

か何とか、そういう話を一言入れていただけたら、文章はお任せしますので、よろしくお

願いします。 

【委員長】  ありがとうございました。事務局、ご検討ください。 

 それでは、○○委員、北川についてございましたらお願いします。 

【委員】  先ほど申したのと同じで、北川の６ページで、今、○○委員も言われました

けれども、霞堤にかかわることでございます。霞堤は、ここでは「計画規模を上回る洪水

や整備途上段階での」というところに書かれています。ここの幾つかの霞堤の中に、先ほ

ど輪中堤がいいんじゃないかという議論も出ました。堤内地が計画規模以下で氾濫するよ

うなところもひっくるめて霞堤と呼んで、超過洪水対策、あるいは整備途上云々の超過洪

水として扱っているところは無理があるんじゃないかなと。超過洪水対策として選ぶ、す

なわち計画降水では氾濫しないんだけれども、それ以上のときに遊水効果があるとか、氾

濫の戻り水の効果があるという位置づけと、たまたま無堤にしているというふうな話で、

超過洪水とかそういうのじゃなくて、計画規模以下の洪水でも氾濫する場所を無堤で放っ

てあるという表現はおかしいけれども、ということも一緒くたに書いています。だから、

先ほど輪中堤で守ったほうがいいよというのも、輪中堤だって計画規模までは守るわけで

すから、計画規模まで守るような話と、それから計画規模を超えたときに超過洪水対策と

して機能する霞堤というのは区別しないと、書く場所が同じ場所ではないんじゃないかと
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いうのが意見ですので、そこを整理いただきたいというのが意見です。 

【委員長】  ありがとうございました。○○委員、お願いします。 

【委員】  書き振りの気分の問題なんですけれども、地形や何かの記述でも、沖積層が

厚いとか何か無機質なんですけれども、それから河川改修の歴史でも淡々なんです。信濃

川の改修で、越後平野の湿地が開発されて日本有数の米どころになったというようなとこ

ろは、どっかでやっぱり、治水事業の評価が洪水を防いだとか、そこだけでとまっている

ような気がするので、もう少し土地利用を劇的に変えたとか、農民が楽になったとか、何

かそういうこともいるんじゃないかという気がしました。これは書き方の問題です。 

 それからあと、河川の計画ですから海岸にあまり深入りするわけにはいかないんだけれ

ども、新潟海岸というのは日本最大の海岸浸食、今終わっているんでしょうけれども、  

３００ｍか４００ｍ海岸線削れて、気象台まで海の中へいっちゃったなんていうところな

んで、１３ページに４行で書いてあるんですけれども、これもそっけないなという感じが

して、もう少し、えらい騒ぎだったというようなことを一言言うべきじゃないか。そうで

ないと、この計画を書いた人がそこまで及ばなかったと思うのも悔しいですから、そうい

うことも知っていますよということは入れたほうがいいんじゃないかなと。すみません。 

【委員長】  ご指摘の点を事務局にご意見として出していただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 それでは、○○委員、お願いします。 

【委員】  ○○でございます。対象河川に関しましては初めての出席ということで、少々

個人的な思い入れもありまして、特に信濃川に関して環境面のほうから少し述べさせてい

ただきたいと思います。感想と、これから留意いただきたいということで、直接基本方針

案そのものについてというものではありません。 

 １点目は、連続性の意味ということであります。特にこの縦断方向に関しまして、信濃

川というのは、きょうも議論の中でも、あるいはご説明の中でも出てまいりましたけれど

も、サケ科魚類だとか、あるいはイトヨ類だとかという、特に北方系の遡河型の回遊魚が

非常に本来的には大量にいた場所であるということで、そういう意味において、少なくと

も生き物屋にとっては注目する河川であるということであります。そういった面からする

と、特に大河津分水との役割というのは非常に大きいと。本川部がいろいろな面でなかな

かつらい部分がある中で、大河津分水というものがもう少しこれから拡幅されたり、ある

いは床固の改築といったような中で環境面、特に私自身の立場といいましょうか、専門的
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な点からいいますと、水生生物についての配慮に対して大いに期待をしたいというふうに

思っております。特に横断方向という点に関しましては、河道堰周辺、随分幅が広くなっ

ております。つまり床固の魚道といったような側面ばかりではなくて、河道堰周辺にも随

分工夫をしていただくようなことが今後できるのではないかということで、これからの河

川管理の中での環境面についての議論にしていただければなというふうに思います。大河

津分水というのは治水面からのみならず、環境面からも非常に意味を持つのではないかと

いうことであります。 

 それと２点目は、先ほど来、○○委員のほうからもご議論出ておりますけれども、土砂

動態についてであります。特にそれが生物への影響ということについて、先ほど○○委員

も言われましたけれども、沿岸域の生態系に一体どういう影響があったのかということ。

きょうのご議論を聞いている限りでは、沿岸域の土砂流出ということはご指摘ありました

けれども、それによって新潟平野の沿岸域の生態系、砂丘の生態系といったようなものが

どういったものに影響があり、あるいは失われているのかということについて、少し方針

のほうでもコメントがあってもいいのではないかなというふうに思いました。 

 それと、土砂に関しまして、これは委員長申されたことですけれども、中越地震による

土砂流出があるというようなこと。これは当然、生物への影響もあるということでありま

す。よくよく、こういった生き物の影響ということで、かつてたくさんアユがいたのに今

いないということは、あのときの台風のせいだとかというような、ビッグイベントのせい

にされることがあるわけですけれども、もちろん実際そうであることも当然可能性として

はあるわけです。つまり中越地震による土砂流出というものが、どの程度生物に対して影

響があったのかというようなことも必要なのではないか。これは例えば、国調ということ

ですぐできるのではないかなというふうに思いました。つまり５年ごととかというような

形ではなくて、あるイベントがあった場合に関しては、それこそ河川に非常に大きな影響

があったわけでありますので、物理的な影響というものが生物環境への影響というような

ことを調べる上では非常にいいタイミングなのではないかということで、これはお願いと

いうことでありますけれども、国調というようなもの、あるいは別の調査の指標というの

があるのかもしれませんけれども、そうした調査を一つお考えいただければというふうに

思った次第です。 

 以上であります。 

【委員長】  ありがとうございます。河川の横断構造物について生き物のことを考えた
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計画設計が非常に大事と認識されるようになってきました。構造物と生物の関係を考える

と、構造物の設計も広がりが出るし、そういったことは非常に大事だと思って聞いており

ました。ありがとうございます。 

 長らくお待たせいたしました。ただいまから各県知事さんにご意見をいただきたいと思

います。まず、新潟県知事さん、お願いします。 

【委員】  知事代理の新潟土木技監の○○でございます。大河津分水につきましては、

その課題を丁寧に説明していただくとともに、拡幅、床固等の抜本的な整備をうたってい

ただいたことに非常に感謝申し上げております。また、治水安全度のバランスのとれた整

備を進めていただくとともに、再度お願いになりますが、県管理区間の直轄下について検

討を進めていただきたいと考えております。減水区間の水環境につきましても、○○先生

が中心になって進めていただいている協議会の取り組みに感謝申し上げるとともに、先生

のお話にありましたように、引き続き議論をお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。本日はありがとうございました。 

【委員長】  この信濃川水系工事実施基本計画と河川整備基本方針の案で、これでよろ

しいでしょうか。 

【委員】  はい、結構です。異存ございません。 

【委員長】  ありがとうございます。では、続きまして、長野県知事さん、お願いしま

す。 

【委員】  知事代理の河川課長、○○でございます。信濃川水系の基本方針につきまし

ては検証していただいているということがあります。それから、今回のこの中で、既存施

設の有効活用ということをうたっていただきました。１８ページですか。そういうことに

よってやっていただくことが非常にありがたいというふうに考えております。 

 それから、今後、整備計画が策定されるんですけれども、犀川、千曲川につきましては、

洪水調節施設がまだ完全にできていないし、その不足分というのがあると思うんですけれ

ども、それを明らかに説明していただきたいというふうに考えております。 

 それから、○○委員が今おっしゃいましたけれども、長野県は信濃川がちょうど挟まれ

た感じで県管理区間になっております。それから、千曲川が上流も直轄下、下流も直轄下

と、それから犀川も同じようなことが言えます。そういった中で、水系一貫での管理をぜ

ひとも国にお願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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【委員長】  ご意見をいただきましたが、この信濃川水系の河川整備基本方針、この原

案でよろしいでしょうか。 

【委員】  はい。 

【委員長】  ありがとうございます。では、続きまして、北川水系についてお伺いしま

す。まず最初に、福井県知事さん、お願いします。 

【委員】  知事の代理で参りました土木部長の○○でございます。まず、北川水系の基

本方針につきましては異議はございません。非常に適切な計画を策定していただき、あり

がとうございました。 

 先ほど来話題になっております霞堤でございますけれども、適切な維持・保全に努める

と書いてございます。現在、これにつきましては、北川整備計画の立案に向けた作業は進

んでいるところでございます。この霞堤の効果を将来にわたって発揮していくためには、

あくまでこの溢水を前提とした土地利用の形態が継続することが必要でございます。つま

り、説明にもございましたけれども、現在北川に１１霞堤がございますけれども、このう

ち３つについてはハイウォーターレベルで家がついてしまう状況になっております。ただ

残りの８つについては、現在の状況では水があふれても家はつきません。この状態が継続

されるということが必要不可欠な条件だと思っております。しかし、こういった土地利用

が継続されるためには、何といっても地元、これは小浜市と若狭町という２つの市と町に

なりますけれども、そういった地方の地元の自治体、それから地元の皆さん方、そういっ

た方々が、この霞堤は一体どういうものであって、どんな効果があるのかということを十

分にご理解いただいて、こういった治水事業にご協力いただくということが不可欠であろ

うかと思っております。そういったことで、私たち福井県といたしましても、整備局と一

体となって、これからこの基本方針にのっとって整備計画を策定していく過程で地元の皆

様方にご説明し、理解を形成していきたいと考えております。 

 それと、北川では県が今、河内川ダムというダムを進めておりますけれども、このダム

につきましても新しい基本方針に沿った形で早急に整備計画をつくって、一日も早く効果

を発言できるよう建設を進めていきたいと考えております。 

 以上、北川水系の基本方針の策定についてお礼申し上げるとともに、引き続きご指導及

びご尽力をお願いしたいと思っております。 

【委員長】  ありがとうございました。この北川水系の河川整備基本方針、原案でよろ

しいでしょうか。 
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【委員】  はい。 

【委員長】  ありがとうございます。それでは、滋賀県知事さん、お願いします。 

【委員】  滋賀県でございます。まず、北川水系の基本方針の原案につきましては、滋

賀県として異論ございません。 

 １点、まず北川につきましては、北川の流域の面積の中でおよそ２割ぐらいを滋賀県が

占めるということでございます。この基本方針の考え方の中では、治水についての上下流

バランスのお話、非常に強く書かれてございますが、環境につきましても、この上下流の

連携といいますか、流域全体での意識の情勢というのが必要なのではないか。その中では、

実際のところ、北川が今両県をまたがっておりますので、そういうふうな環境面でも、意

識の情勢という意味では、上下流の連携というのを国のほうでリーダーシップをとっても

らいながらやっていただかないと、なかなかうまくいかないところもあるのではないかと

いうふうに考えております。その点はこれからのお願いということで発言させていただき

たいと思います。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、あらかたのご意見も出尽くしたと思

われますので、本日のご議論を踏まえ、私と事務局において、信濃川水系及び北川水系の

河川整備基本方針（案）を取りまとめ、各委員にご確認をいただいた上で河川分科会にご

報告したいと思います。この件につきまして、私にご一任いただければ幸いと存じますが、

いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。各委

員には、本議題につきまして短時間の中で熱心なご審議、ご議論をいただき、また貴重な

ご意見をいただきましてありがとうございました。特に審議対象の信濃川水系の関係委員

としてご参加いただきました○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、北川水系の関係

委員としてご参加いただきました○○委員、○○委員、○○委員におかれましては、今回

をもって最後の委員会となります。地域の実情を踏まえた貴重なご助言などをいただき、

ありがとうございました。 

 最後に、本日の議事録につきましては、内容について各委員のご確認を得た後、発言者

の指名を除いたものとし、国土交通省大臣官房広報課及びインターネットにおいて一般に

公開することとします。本日の議題は以上でございます。 
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３．閉会 

【事務局】  ありがとうございました。 

 最後に、○○河川局長よりごあいさつを申し上げます。 

【事務局】  河川局長の○○でございます。予定時間を大幅に超過して熱心にご議論い

ただきまして、まことにありがとうございました。信濃川水系及び北川水系の河川整備基

本方針でございますが、委員長のおまとめいただきましたように、本日いただいたご意見

を委員長と相談させていただきまして、今後、河川分科会にまたおかけして審議いただい

て、所定の手続を経て早急に成案を得るように努めてまいりたいと思います。きょうでこ

の委員会では９４水系が審議されたことになります。まだもう少し残っておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。本日はまことにありがとうございました。 

【事務局】  次回の本委員会、Ａグループにつきましては、渚滑川水系及び鈴鹿川水系

の審議のため、２月１５日金曜日、１３時から１５時の間、場所は３号館の１１階特別会

議室で行います。お手元の資料につきましてはお持ち帰りいただいても結構でございます

が、郵送ご希望の方には後日郵送させていただきますので、その場にお残しいただきたい

と思います。 

 それでは、閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


